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第１章 はじめに 

 

1-1. 背景及び目的 

富士河口湖町では、山梨県が設置・管理している河口湖駐車場について、富士五湖周遊観光

振興の核となり、東海地震や富士山噴火に備えた防災・減災の拠点としても活用できる「観光

振興・防災拠点」を整備して、地域全体の魅力と防災力の向上を目指すことを検討している。 

本業務は、上位関連計画や法規制等を踏まえ、観光客や地域住民のニーズの把握・解析を行

い、河口湖駐車場のあり方と民間収益施設の導入可能性およびその手法を検討するものである。

さらに富士河口湖町内の他の２つの湖の観光駐車場や他の施設との連携による広域的な観光

振興や、大規模災害時における官民の役割分担のあり方をあわせて検討し、観光振興・防災拠

点としての官民連携事業の基本計画を策定するものである。 

 

1-2. 業務フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1 調査検討フロー 
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河口湖駐車場

精進湖駐車場

本栖湖駐車場

富士河口湖町

第２章 富士河口湖町観光振興・防災拠点としての県営駐車場のあり方 

 

2-1. 前提条件及び上位計画 

(1) 前提条件の整理 

１) 施設位置・規模 

 本検討で対象とする施設は、河口湖駐車場・精進湖駐車場・本栖湖駐車場の 3 箇所

となる。位置、規模を下記に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1 施設位置図 

表 2.1 施設規模 

 河口湖 精進湖 本栖湖 
名称 県営河口湖駐車場 県営精進湖駐車場 県営本栖湖駐車場 

立地 
河口湖南東側湖畔 

国道137号沿い及び県道710号
線沿い 

県道 706 号線沿い 国道 300 号沿い 

管理者 山梨県観光部 
面積 

（測量値） 
約 1.85ha 約 0.33ha 約 0.27ha 

駐車 
台数※ 

小
型

計 239 台 42 台 50 台 

大
型

計 56台 7 台 8 台 

駐車場 
出入口数 

車両用    ６箇所 
歩行者用階段 10 箇所 

2箇所 2箇所 

現況写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※現地確認した駐車桝数 
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２) 敷地条件（権利関係） 

① 河口湖 

河口湖駐車場は、全域が富士山世界遺産登録の「構成資産」に位置付けられてお

り、河川区域、国立公園特別地域（第２種特別地域）の指定地となっている。敷地

は全て県有地河川敷となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        富士山 － 信仰の対象と芸術の源泉」世界遺産一覧表への記載推薦書資料編ｐⅠ-454 より転載 

       図 2.2 河口湖法規制図 

 

 

  

河川区域 

（構成資産範囲）

河口湖駐車場 

国道 137 号 

-3-



 

② 精進湖・本栖湖 

精進湖及び本栖湖は世界遺産の構成要素となっているが、各県営駐車場は構成要

素の範囲には含まれていない。また、本栖湖駐車場は史跡名勝、国立公園特別地域

（第２種特別地域）の指定地、精進湖駐車場は国立公園特別地域（第２種特別地域）

の指定地となっている。なお、敷地は全て県有地（但し本栖湖は恩賜県有財産）と

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

        富士山 － 信仰の対象と芸術の源泉」世界遺産一覧表への記載推薦書資料編ｐⅠ-434 より転載 

       図 2.3 本栖湖・精進湖法規制図 

  

精進湖駐車場 

本栖湖駐車場 

国道 300 号 

県道 706 号線 
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１) 施設現況 

① 県営河口湖駐車場 

 駐車場は河口湖畔国道 137 号及び県道 710 号線沿いに整備されている。 

 駐車場は河口湖岸を造成して整備されており、全て河川区域（県管理）に位置する

ため河川占用物件となっている。 

 駐車場は、取水口（東京電力管理）及び林作公園（町管理）を中央にして南（船津

浜）、北（平浜）の２つのエリアに分かれ、各エリアと国道 137 号及び県道 710 号線

とは、南エリアで出入路が３箇所、歩行者の出入口となる階段６箇所、北エリアで

出入路３箇所、歩行者の出入口となる階段４箇所で接続している。 

 附帯施設として、便所が各エリア及び林作公園で計３箇所、また案内板が多数設置

されている。なお、隣接して富士吉田警察署臨時警備派出所、バス乗り場が設置さ

れている。 

 駐車場、並びに附帯施設の案内板等は老朽化が著しく進展している。 

 駐車場の利用時間の目安は２時間とし、サインで周知を図っている。 

 周辺には飲食や宿泊、買い物が可能な施設が多数立地している。また湖岸側に隣接

して、遊覧船及びボートの乗り場と発券所が河川占用許可で設置されている。 

 

 

写真 1  国道 137 号沿道 

 

写真 2 駐車場の様子 

 

写真 3 林作公園 

 

写真 4 屋外便所  
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写真 5 歩行者出入口 

 

写真 6 バス停の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4 河口湖駐車場平面図  

河口湖
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② 県営精進湖駐車場 

 駐車場は精進湖畔付近、県道 706 号線沿いに整備されている。 

 駐車場の出入口は２箇所で、敷地の端部に沿うように駐車マスが設置されている。 

 附帯施設として、駐車場内に案内板が３箇所、石碑１箇所（H1.11.3 上九一色村）

がある。なお、県道反対側湖畔に便所が１箇所設置（町管理）されている。 

 区画線は劣化により消失しているが、舗装面並びに附帯施設には著しい老朽化等は

見られない。 

 隣接してバス停が設置されている。 

 駐車場利用時間について特に制限を設けていない。 

 富士河口湖町指定避難場所となっている。 

 

 

写真 7 駐車場の様子 

 

写真 8 県道 706 号線沿いの様子 

（左が駐車場、右が精進湖） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5 精進湖駐車場平面図 
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③ 県営本栖湖駐車場 

 駐車場は本栖湖の東側、湖畔からは離れて国道 300 号沿いに整備されている。 

 駐車場の出入り口は２箇所である。 

 附帯施設として便所が１箇所、富士山・富士五湖地域の総合案内板が１箇所設置さ

れている。また、地域し尿処理施設（町管理）が隣接している。 

 区画線は劣化により消失しているが、舗装面並びに附帯施設には著しい老朽化等は

見られない。 

 また、隣接して国道を挟んだ向かい側にバス乗り場及び観光案内所を兼ねた本栖歴

史館（町管理）が設置されている。 

 駐車場の利用時間について特に制限を設けていない。 

 富士河口湖町指定避難場所となっている。 

 

 

写真 9 駐車場の様子 

 

写真 10 観光案内所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.6 本栖湖駐車場平面図 
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表 2.2 各駐車場の概要整理 

項目 河口湖 精進湖 本栖湖 

名称 県営河口湖駐車場 県営精進湖駐車場 県営本栖湖駐車場

駐車 
台数※ 

小型 計 239 台 42 台 50 台 

大型 計 56台 7 台 8 台 

駐車場出入口数
車両用    ６箇所 
歩行者用階段 10 箇所

2 箇所 2 箇所 

周
辺 
公
共
施
設 

便益施設 屋外トイレ×３ 屋外トイレ×１ 屋外トイレ×１ 

休憩施設 ベンチ（非固定） - - 

サイン
各種サイン多数（案内、
制札、誘導 etc.） 

案内サイン 案内サイン 

その他
 林作公園 
 富士吉田警察署臨時
警備派出所 

- 

 本栖湖観光案内
所（本栖歴史館）

 地域し尿処理施
設 

周
辺 
民
間
施
設 

泊・飲食 宿泊施設、飲食店多数 宿泊施設、飲食店 飲食店 

レジャー

 遊覧船 
 モーターボート 
 レンタルボート 
 カチカチ山ロープウ
ェイ 

 レンタルボート 
 遊覧船 
 レンタルボート
（要確認） 

防災に係る位置
付け 

- 町指定避難場所 町指定避難場所 

その他 
利用時間目安２時間 
（サイン等で周知） 

- - 

※現地確認した駐車桝数 
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２) 各駐車場間の関係 

現時点で、各駐車場及び施設間で連携した取組み等は行われていないが、富士急行株

式会社による富士河口湖周遊バスにより、河口湖、精進湖と本栖湖を周遊するバス路線

が予定されている（Ｈ28年度）。 

現状では、３施設の関連性は希薄だが、上記バス路線等の新たな取組みが始まってい

るところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.7 周遊バスのコース（富士河口湖ガイド CoCo より転載） 

 

  

河口湖駐車場 

本栖湖駐車場 

精進湖駐車場 
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(2) 上位計画の確認 

山梨県及び富士河口湖町における上位計画を下図表に整理する。 

 

 

 

 

 

 

図 2.8 上位計画関係図 

 

表 2.3 上位計画概要一覧 

計画名 対象施設に係る内容 

１) 富士河口
湖町都市
計画マス
タープラ
ン 

 
（H22.12 策定） 

富士河口湖町
の将来像 

富士山と湖と高原のまち  日本の湖水地方- 

まちづくりの
基本理念 

富士山と４つの湖～富士山麓の恵みと郷土の魅力を大切に育み、
誰もが心豊かに住み続けられることを誇るまちづくりをめざす 

分野別まちづ
くり方針 

土地利用 
3. 国際的な観光リゾート都市にふさわしい秩序

ある土地利用を進め、魅力と活力向上を図る 

道路、交通 
3. 誰もが安心・快適に利用できるみちづくりと交

通環境の形成を図る 

自然、景観 
2. 美しい風景を慈しみ、知恵と誇りをもって守

り、育てる景観まちづくり 

観光、産業、
定住促進 

1. 国際的な観光リゾート地にふさわしい都市の
魅力づくりと観光による活性化 

歴史文化、身
近な緑、環境

2. ふるさとの豊かな環境を育み、水と花と緑に包
まれた潤いと彩りあるまちづくり 

住環境、防災、
福祉 

2. 水害や地震などの災害に強い安全・安心なまち
づくり 

地域別まちづ
くり方針（河
口湖南岸地）

将来像 
「誰もが地域に誇りと愛着を感じ安心・快適に暮
らせ、多くの人が訪れる賑わいと活力のあるま
ち」 

基本方針 

1. まちの玄関口の魅力を高め、観光と交流の賑わ
い・活力あるまちづくり 

2. 富士山を背景とした湖畔周辺の景観を守り、豊
かな環境にふれあうまちづくり 

3. 中心市街地の道路交通網の機能強化と安全・利
便性の高い交通環境づくり 

4. 環境と調和したコンパクトで計画的な土地利
用の誘導・形成 

5. 誰もが住みたくなる安心で利便性の高い暮ら
しの環境づくり 

２) 富士河口
湖町観光
立町推進
基本計画 

 
（前期 H21.3、

後期 H26.3） 

計画の目的 
「活力ある地域づくり、本町経済の持続的な発展及び町民生活の
向上に資すること」 

観光立町 
の理念 

「富士山と湖の自然と歴史・文化を風景として溶け込ませる魅力
的な観光まちづくり」 
～住民一人一人が楽しんで参画する観光まちづくり～ 

分野別 
施策 

地域力アップ：エコツーリズム推進、都市的生活基盤の高度化等
観光力アップ：滞在プログラムの充実、観光競争力の強化 
発信力アップ：プロモーション展開、外国人の来訪促進等 

ゾーン別 
施策 

まちなかゾーン（河口湖南岸地区） 
・リゾートタウンセンターづくりの推進 
・まちなか散策環境づくりの推進 

富士河口湖町 
第 1 次総合計画 

（前後期基本計画）

国・山梨県 
の計画・構想 

富士河口湖町観光立町推進基本計画 

富士河口湖町都市計画マスタープラン 

富士河口湖町地域防災計画 
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表 2.3 上位計画概要一覧 

計画名 対象施設に係る内容 

３) 富士河口
湖町地域防
災計画 
 

（H25.3 策定） 
計画の目的 

富士山をはじめとする山々に囲まれ、富士五湖のうち４つの湖を
有する状況で、極めて多種の自然災害が発生しやすい条件下にお
いて、住民の生命、身体及び財産を災害から保護する。 
 
 指定避難場所（県営精進湖駐車場、県営本栖湖駐車場） 
 緊急輸送道路（国道 137 号（河口湖通り）、国道 300 号（本栖
湖傍）） 

 湖上輸送路（河口湖、西湖、精進湖、本栖湖） 

  

-12-



１) 富士河口湖町都市計画マスタープラン 

マスタープランは、町民・企業（事業者等）・行政が共有するまちづくりの指針となるもの

で、分野別まちづくり方針及び地域別まちづくり方針により、計画の実現を目指す構成とな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.7 マスタープランの構成 
 

① 分野別まちづくり方針 

各分野にて、下記の施策の方針が設定されている。駐車場及び観光に係る施策の方針につ

いて下記に整理する。 

表 2.4 分野別施策の方針 

分野 施策の方針 

土地利用 
国際的な観光リゾート都市にふさわしい秩序ある土地利用を進め、魅力と活力
向上を図るために、周辺観光商業地の再生・活性化や湖畔周辺の景観コントロ
ールを施策方針に挙げている。 

道路交通 
「誰もが安心・快適に利用できるみちづくりと交通環境の形成を図るために、
「歩いて楽しいみちづくり」として中心市街地の歩行者空間の整備や湖畔周遊
散策ルートの整備を施策方針に挙げている。 

自然景観 
景観に配慮したまちづくりの推進のために、フィールドミュージアム構想の促
進や郷土の顔づくり推進など、観光を意識した施策方針を打ち出している。 

観光産業 
定住促進 

国際的な観光リゾート地にふさわしい都市の魅力づくりと観光による活性化
のために、フィールドミュージアム構想に基づく施策や観光立町推進計画の推
進、観光ＰＲの促進や観光イベントの充実・開発を施策の方針として打ち出し
ている。 

歴史文化 
身近な緑環境

ふるさとの豊かな環境を育み、水と花と緑に包まれた潤いと彩りあるまちづく
りの推進の為に、主要道路の歩道や湖畔周遊道路等を水と緑のネットワークづ
くりに位置付け、その充実を施策として打ち出している 

住環境 
防災 
福祉 

水害や地震などの災害に強い安全・安心なまちづくりの推進のために、防災拠
点・防災施設の充実・強化を基本方針に挙げ、指定避難場所や身近な防災活動
拠点の整備を打ち出している 
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② 地域別まちづくり方針 

地域別まちづくり方針は、分野別まちづくり方針の中から、当該地域で取り組むべき施策

を示している。 

河口湖南岸地域の将来像を「誰もが地域に誇りと愛着を感じ安心・快適に暮らせ、多くの

人が訪れる賑わいと活力のあるまち」として、まちづくりの基本方針別に施策を掲げている。

駐車場及び観光に係る施策について、下記に整理する。 

 

表 2.5 まちづくりの基本方針別施策 

基本方針 主な施策内容 

1.まちの玄関口の魅力を高
め、観光と交流の賑わい・
活力あるまちづくり 

 湖畔周遊道路の整備 
 船津地区周辺の中心商店街の再生 
 回遊性の高い湖畔リゾートエリアの形成 
 観光バス路線や観光基盤の整備・充実 etc. 

2.富士山を背景とした湖畔
周辺の景観を守り、豊かな
環境にふれあうまちづくり

 潜在的な歴史文化資源の顕在化とまちづくりへの活用 
 湖畔観光市街地など環境と調和した適切な景観コントロー
ルの推進 etc. 

3.中心市街地の道路交通網
の機能強化と安全・利便性
の高い交通環境づくり 

 観光道路機能を担い地域間を連絡する道路の機能強化 
 中心市街地を周遊する歩いて楽しいみちづくり 
 安全、快適な歩行者のみちづくりの推進 etc. 

4.環境と調和したコンパク
トで計画的な土地利用の誘
導・形成 

 本町の顔にふさわしい船津浜地区中心商業地の形成 
 湖畔周辺観光レクリエーションゾーンの機能充実と魅力あ
る商業地の再生 etc. 

5.誰もが住みたくなる安心
で利便性の高い暮らしの環
境づくり 

 湖や森林、河川へのごみ不法投棄の防止、リサイクル促進 
 防災施設の充実、強化 
 主要な道路、歩行空間、船津地区商店街、河口湖畔観光市
街地周辺のバリアフリー化の促進、バス利便性の向上 etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.8 河口湖南岸地域まちづくり方針図 
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③ マスタープランにおける官民連携のポイント 

マスタープランは、町民・企業（事業者等）・行政が共有するべき計画だが、マスタープラ

ン策定に向けて住民アンケート調査を実施しており、住民のまちづくりへの参加意向や行政

に望む取組内容などが整理されている。 

表 2.5 アンケート調査概要 

調査対象 富士河口湖町全域、20歳以上の町民の中から無作為抽出した2,000人（票）

調査期間 平成 19年３月 10日～３月 28 日 

調査方法 郵送による配布と回収 

回収数・回収率 753 票、37.7％ 

 

 

官民連携のポイント（住民アンケート調査より） 

民の役割 

（まちづくりへ

の参加意向） 

 程度の差はあるが、約 80％がまちづくりに「参加したい」と回答し

ている。 
 その中で、約 15％が「積極的に参加したい」との回答。 

 

 

 

 

 

 

 

官の役割 

（町民が行政に

望む取組） 

 「まちづくりに関する情報公開やＰＲの充実」と「アンケート結果

等の住民意向を公開し、充分反映する」という項目が各々約 30％と

なっている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

協働の取組み  約 30％が行政と住民等が意見を交換する場を設けることを望んで

いる。 
 約 20％が行政と住民等が協力してまちづくりのルール・制度をつく

ることを望んでいる。 
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２) 富士河口湖町観光立町推進基本計画 

平成 19 年３月に施行された「富士河口湖町観光立町推進条例」に基づき策定された計画で

ある。富士河口湖町の主要産業である観光産業の振興と、そのための施策の推進の過程と結

果により地域住民の豊かで幸福な暮らしを創造する“まちづくり"を推進することを目的とし

ている。 

Ｈ19.9.29 に閣議決定された「観光立国推進基本計画」によれば、「地域における創意工夫

を生かした主体的な取組みを尊重しつつ、地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる活力

に満ちた地域社会の持続的な発展を通じて国内外からの観光旅行を促進すること」で、「将来

にわたる豊かな国民生活」を実現することが「観光立国」であるとしている。観光立国を受

けて、以下の項目を町にとっての「観光立町」とし、推進している。 

 

表 2.6 観光立町とは（計画書ｐ3 より作成） 

活力ある地域づくり  地域住民の生き甲斐・生活の楽しみづくり 

 楽しくまちづくりに参画する意識の醸成 

 住民が協力して取り組む仕組みづくり 

 伝統行事の維持、伝統工芸の維持等地域文化の振興 等 

本町経済の 

持続的な発展 

 観光を軸とした経済の持続的振興 

 経済の活性化による住民の安定的収入の確保 等 

町民生活の向上  環境整備による空間の質の向上 

 生活空間のユニバーサル化によるアメニティの向上 

 防災、防犯対策の推進による住民の安心・安全の向上 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.9 観光まちづくりの考え方（計画書ｐ7より転載、加筆） 

  

【まちづくりの課題】 
住民にとっても誇りとなる美しき暮ら
しよい環境整備 
住民の文化的環境を向上させ誇りと愛
着を育む 
まちの産業に対する住民の正しい理解
を求める 
産業間の連携を深め、相互支援により
産業全体の底上げを図る 

【観光地づくりの課題】 
入り込みの問題 
滞在環境の問題 
「もてなしの質」の問題 
プロモーションの問題 
観光先進地としての役割 
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観光立町推進基本計画は「分野別施策」と「ゾーン別施策」で構成されており、それぞれ

の達成によって観光まちづくりが実現する。 

 

① 分野別施策 

主要な政策課題をジャンル別に分類して整理している。下記に各政策課題を整理した表を

示す。 

表 2.7 分野別政策 
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図 2.10 政策課題間の関係 イメージ図（計画書ｐ25より転載） 
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② ゾーン別施策 

地域の特徴で整理されるゾーンを設定し、ゾーン毎の特徴を活かした「顔づくり」の施策

展開が示されている。調査対象施設に係わるゾーンを下図の赤枠で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.11 ゾーン区分図 
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表 2.8 ゾーン別方針の方向性 

ゾーン区分 展開の方向性 主な施策 

まちなかゾーン
河口湖南岸

 リゾート・タウン・セン
ター 

 滞在・滞留型観光 
 リゾート滞在 
 周遊観光（文化施設） 

 観光客も楽しめる商店街づくり事業 
 国際的リゾートにふさわしい船津浜の環境整
備の推進の検討（駅から船津浜へのアプローチ
も含めて検討） 

 まちなか散策促進事業（散策マップ、サイン等）
 歴史文化資源を活かしたガイドの体制 

湖水湖畔ゾーン

精進湖

 保養休養滞在・滞留観光
 団体宿泊 
 エコツーリズム 
 ウォーターレクリエーシ
ョン 

 歴史資産活用事業 
 精進湖宿泊滞在エリア情報発信事業 
 精進湖青木ヶ原トレイルランの開催・充実 
 幅広い団体合宿の受入促進 
 パノラマ台を中心としたトレッキングルート
の整備 

 ジビエ（鹿肉）の特産化事業（本栖湖も同様）

本栖湖

 周遊観光 
 エコツーリズム 
 ブルーツーリズム 
 グラウンドスポーツ 

 本栖湖地区歴史めぐり事業 
 本栖青少年スポーツセンター活用事業 
 身延町と連携した本栖湖の一体的なＰＲ 
 本栖ブルーツーリズムの研究 
 本栖地区をフィールドとしたエコツアー充実
事業 

 

③ 富士河口湖町観光立町推進基本計画における官民連携のポイント 

同計画では、まちづくりの本来の主役は住民や民間事業者で、行政には民間によるまちづ

くりの方向性と一致するような明確なビジョンを打ち出すことが求められているという位置

づけであり、観光まちづくりにおける官民の役割分担を示している。 

 

官民連携のポイント 

民の役割 住民  観光立町の意義に対する理解及び関心を強め、魅力ある観光地の形

成に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。 

 観光旅行者を温かく迎え、地域における観光の振興に関する取組み

に参画するよう努めるものとする。 

観光 

産業 

 基本理念に則り、事業活動を通じて観光旅行者に快適なサーピス及

び環境を提供するとともに、地域における他の産業と連携すること

により地域の活性化に努めるものとする。 

 町が実施する観光立町の実現に関する施策に協力するよう努めるも

のとする。 

観光 

関係団体 

 基本理念に則り、業界及び業種の枠を越えた連携を図りながら事業

活動を行なうよう努めるとともに、観光情報の発信、観光旅行者の

誘致、おもてなしの向上など受入れ体制の整備等に取り組むよう努

めるものとする。 

 町が実施する観光立町の実現に関する施策に協力するよう努めるも

のとする。 

官の役割  

行政 

 条例に規定する基本理念に則り、観光立町の実現に関する施策を総

合的に策定する。また、実施する責務を有する。 

 町、町民、観光事業者、観光関係団体が、相互に連携して観光の振

興に関する取組みを進められるよう総合調整を行うものとする。 
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図 2.12 官民の役割分担による計画の推進（計画ｐ86より転載） 
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３) 富士河口湖町地域防災計画 

① 指定避難場所 

富士河口湖町の地域防災計画によると、県営精進湖駐車場及び県営本栖湖駐車場は指定避

難場所となっている。また、精進湖駐車場に程近い精進湖の湖畔はヘリコプター発着場所に

指定されている。 

県営河口湖駐車場は防災施設としての位置付けはないが、周辺の公共施設の多くが指定避

難場所、避難施設に位置付けられている。次頁に町内の防災施設位置図を示す。 

 

表 2.9 指定避難場所としての駐車場 

N0. 施設名 住所 面積 収容人数※ 

20 県営精進湖駐車場 富士河口湖精進 1,750 ㎡ 175 人 

25 県営本栖湖駐車場 富士河口湖本栖 10,463 ㎡ 1,046 人 

※空地面積の 1/3 を使用可能、テント 1つ（20㎡/ヶ所）で 6 人使用を目安とする。 

 

② 緊急輸送ルート 

河口湖駐車場傍を通る国道 137 号（河口湖通り）及び本栖湖駐車場傍を通る国道 300 号は

第一次緊急輸送道路に指定されている。また、町内全ての湖（河口湖、西湖、精進湖、本栖

湖）に道路網寸断等で孤立するおそれのある地区の輸送路として、各地区に防災用桟橋を設

置し、湖上の緊急輸送路を確保することにしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本栖湖駐車場

精進湖駐車場

図 2.13 緊急輸送道路位置図 

河口湖駐車場 
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図 2.14 防災施設位置図 
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③ 富士山ハザードマップ 

富士山ハザードマップ（富士河口湖町版）によると、精進湖・本栖湖周辺は２次避難ゾー

ン※に指定されている。 

河口湖周辺は３次避難ゾーン（溶岩が流れ続けた場合に、１日程度で到達するかもしれな

い範囲）より外側に位置しており、「大噴火時の避難ゾーン（溶岩流が７日程度で到達）」の

範囲となっている。 

 

※２次避難ゾーン 
1. 火口から噴出した石がたくさん落ちてくるかもしれない範囲 
2. 火砕流が発生した場合に、高温のガスが高速で届くかもしれない範囲
3. 溶岩が流れ始めた場合に、３時間以内に到達するかもしれない範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ その他地震対策等 

内閣府が示している地震・津波対策において、富士河口湖町は下表の災害に係る対策強化

地域に指定されている。 

町のＨＰでは「家庭を守る防災対策」として「地震」、「台風」、「火山噴火」、「降雪」等の

災害の情報や知識を発信し、防災啓発を行っている。 

表 2.10 その他災害対策 

計
画 

東海地震対策 
（H23.3 基本計画） 

南海トラフ地震防災対策 
（H26.3 防災対策推進基本計画） 

災
害
の
特
徴 

東海地震の想定震源域では概ね 100～
150 年の間隔で大規模な地震が発生し
ているが、東南海地震(1944)でひずみ
が解放されず、安政東海地震(1854)か
ら 157 年間大地震が発生していないた
め、相当なひずみが蓄積されているこ
とから、いつ大地震が発生してもおか
しくないとみられている。 

① 極めて広域にわたり、強い揺れと巨大な
津波が発生 

② 津波の到達時間が極めて短い地域が存在
③ 時間差をおいて複数の巨大地震※が発生

する可能性 
④ ①～③から、その被害は広域かつ甚大 
⑤ 想定される 大規模の地震となった場

合、被災の範囲は超広域にわたり、これ
まで想定されてきた地震とは全く異なる
様相の被害が発生 

※その一つが東海地震

 

  

河口湖駐車場 

本栖湖駐車場 

精進湖駐車場

図 2.15 富士山ハザードマップより抜粋 
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⑥ 富士河口湖町地域防災計画における官民連携のポイント 

地域防災計画に示されている官民の活動について、両者の連携に係る活動を下表に整理し

た。 

 

官民連携のポイント 

民の役割 

 

住民 

 自治会（区）等を単位とした自主防災組織の設置 

 ハザードマップに基づく火山現象の影響予想範囲の確

認 

 気象庁が発表する噴火警報・火山情報等の種類、発表

基準及び伝達系統の確認 

 一時避難地となる場所の選定 

 火山災害等の避難経路及び避難場所等の確認 

 住民等に対する避難誘導手法の検討 

 要介護者台帳等に基づく災害時要援護者の把握 

 災害時要援護者に対する支援方法の検討 

 噴火を想定した防災訓練の実施 

防災 

ボランティア 

 町社会福祉協議会を中心とした防災ボランティアの育成 

 町ＯＢ職員の災害時ボランティア制度創設 

 災害時、各地から支援にやってくるボランティアの受入窓

口を、社会福祉協議会が担う 

官の役割 

 

行政 

 自主防災組織への指導 

 組織の育成、強化 

 自主防災組織未結成地区への啓発 

 自治会未加入者への加入促進 

 住民への防災知識の普及、防災対策検討の場としての

公共施設（役場出張所、住民センター、福祉センター、

公民館等）の活用等々 

 災害時要援護者支援マニュアル（行動計画）の作成 

（社会福祉施設の整備、在宅の災害時要援護者への対策、

外国人及び観光客対策、乳幼児、児童、生徒保護対策、帰

宅困難者対策） 

 不特定多数が出入りする事業所、施設等（学校、病院、観

光施設等）における防災組織結成の支援 

公的施設等の管

理者 

 病院、老人ホーム等の災害時要援護者収容施設、不特定多

数の集客・観光施設、公営住宅、教育施設等の管理者は、

さまざまな災害に備えて職員、従業員等の緊急配備体制を

整備するものとする 
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2-2. 広域的な周遊観光及び防災施設の現況 

ここでは富士河口湖町内の地域資源、並びに観光施設の現況を整理する。 

 

(1) 広域周遊観光の現況 

１) 観光施設の立地状況 

富士河口湖町はかねてより富士五湖を観光資源

として、湖上の遊覧体験等でにぎわっており、湖

畔を通る国道 137 号沿いには宿泊施設、土産物店

が集積している。 

他の湖周辺では、それほど観光施設は多くない

が、キャンプ場や樹海遊歩道等が整備されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真 11 昭和 35年頃の河口湖畔の様子 

写真 14 精進湖畔キャンプサイト 写真 15 本栖湖畔ボート乗り場 

写真 13 河口湖遊覧船 写真 12 河口湖通り（国道 137 号）の様子 
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図 2.16 観光施設位置図 
（総合観光情報サイトより「体験」「見る」ものを抽出） 
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２) 周遊観光の現況 

河口湖周辺では、周遊・散策のためにレンタサイクルや周遊バスが整備されている。 

 

① レンタサイクル 

河口湖周辺では、複数の主体によってレンタサイクルが運営されている。 

表 2.11 既存レンタサイクルの概要 

取扱い店 サービス内容 

ロイヤルホテル河口湖 

カントリーコテージ Ban 

富士の宿おおはし 

食堂おみやげ さざなみ 

河口湖温泉寺 

レンタサイクル「パスクル河口湖」 

取扱店 

（全て電動アシスト付き自転車） 

河口湖駅前 手荷物預り屋 

プチホテルエビスヤ 
電動アシスト付き自転車有 

総合観光情報サイトより作成

 

② 周遊バス 

富士五湖のうち、町内に位置する河口湖・西湖を巡る周遊バスが運行している。いずれ

も富士急行株式会社が運営するものであり、2016 年４月より「鳴沢・精進湖・本栖湖周遊

バス（ブルーライン）」が運行開始予定となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.17 周遊バスのコース（富士河口湖ガイド CoCo より転載、再掲） 

 

 

 

 

 

  

河口湖駐車場

本栖湖駐車場

精進湖駐車場

-28-



(2) 防災施設の現況 

富士河口湖町総合計画、山梨県地域防災計画、並びに富士河口町地域防災計画等の内容を踏ま

え、町内及び周辺市町村における防災施設の立地状況を整理する。 

 

１) 防災施設の立地状況 

富士河口湖町内の防災施設の立地状況は地域防災計画の項で示したとおりであり、町内の

防災施設は避難場所及び避難施設が各々30箇所程度指定されている。収容人数は、どちらも

３日以上の避難生活を想定し、避難場所については空地面積の 1/3 を使用可能、テント 1 つ

（20 ㎡/ヶ所）で 6 人使用を目安とし、避難施設は延床面積の 1/2 を使用、3 ㎡/人を目安と

して算定している。富士河口湖町の人口 26,525 人（H28.2.1）に対して、約 160％の収容能

力となる。 

表 2.12 防災施設の面積・収容人数 

 

 

 

 

２) 防災施設の管理・運営状況 

富士河口湖町の防災施設は、平時も機能している施設が大半のため、概ね充分な管理・運

営が実施されている。 

表 2.11 避難場所一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

種別 面積 収容人数 
避難施設 34,525 ㎡ 5,860 人 
避難場所 353,049 ㎡ 35,304 人 
合計 41,164 人 

避難場所 覧

No. 場所
面積

Ａ
収容人員

Ａ/10
1 河口湖町民運動場 19,200 1,920
2 鐘突堂スポーツ広場 11,000 1,100
3 船津小学校校庭 7,785 779
4 河口湖南中学校校庭 12,800 1,280
5 小立小学校校庭 9,499 950
6 八木崎公園多目的広場 10,000 1,000
7 大石小学校校庭 6,385 639
8 河口小学校校庭 6,701 670
9 河口湖北中学校校庭 10,968 1,097
10 勝山小中学校校庭 9,106 911
11 西浜小中学校校庭 9,741 974
12 長浜下条浜河川敷 2,000 200
13 西湖前浜河川敷 2,500 250
14 西湖向浜河川敷 500 50
15 西湖桑留尾浜河川敷 2,500 250
16 西湖南運動場 10,000 1,000
17 西湖西運動場 10,000 1,000
18 大嵐小学校校庭（大嵐運動場） 13,082 1,308
19 精進屋内ゲートボール場 570 57
20 県営精進湖駐車場 1,750 175
21 旧精進小学校校庭 5,393 539
22 本栖屋内ゲートボール場 520 52
23 本栖キャンプ場駐車場 5,500 550
24 旧上九一色中学校校庭 11,711 1,171
25 県営本栖湖駐車場 10,463 1,046
26 富士ヶ嶺スポーツ広場（富士豊茂小学校隣 10,645 1,065
27 富士ヶ嶺公民館駐車場 80 8
28 県立本栖湖青少年スポーツセンター運動場 152,650 15,265

353,049 35,305合計

出典：地域防災計画

出典：地域防災計画
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表 2.12 避難施設一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. 場所
面積

Ａ
収容人員

Ａ/6
1 富士河口湖町民体育館 4,215 703
2 富士河口湖町中央公民館 2,215 369
3 船津地区公民館 362 60
4 船津福祉センター 266 44
5 船津小学校体育館 1,420 237
6 河口湖南中学校体育館 1,598 266
7 小立福祉センター 725 121
8 小立小学校体育館 1,612 269
9 大石住民ｾﾝﾀｰ 723 121
10 大石小学校体育館 923 154
11 河口湖住民ｾﾝﾀｰ 995 166
12 河口小学校体育館 936 156
13 河口湖北中学校体育館 936 156
14 勝山小中学校体育館 1,410 235
15 勝山ふれあいセンター 3,110 518
16 勝山ふれあいドーム 1,351 225
17 足和田出張所 623 104
18 西浜小中学校体育館 852 142
19 西湖公民館 442 74
20 西湖南体育館 1,020 170
21 根場公民館 389 65
22 大嵐小学校体育館 571 95
23 大嵐支所（児童館） 535 89
24 旧精進小学校体育館 800 133
25 精進公民館 194 32
26 旧上九一色中学校体育館 876 146
27 本栖公民館 299 50
28 富士豊茂小学校体育館 648 108
29 上九一色コミュニティセンター 912 304
30 富士ヶ嶺屋内ゲートボール場 540 90
31 県立本栖湖青少年スポーツセンター 2,748 458

34,525 5,860合計

出典：地域防災計画
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2-3. マーケット調査と集客可能性分析 

市町村別観光入込客数より、市場分析を行い、結果を踏まえ市場特性を整理する。 

また、秋・冬の２季においてそれぞれ休日に１回実施した、各駐車場の利用実態を把握する現

況調査の結果を整理する。 

 

(1) 観光入込客数の状況 

山梨県観光入込客統計調査結果より、富士河口湖町の観光入込客数（実人数）を整理すると、

町単独では平成 22 年度から平成 26 年度まで入込客数は上昇トレンドにある。また、富士五湖

周辺における調査結果でも観光入込客数は上昇傾向にある。富士山の世界文化遺産登録やイン

バウンド需要の増加などが影響していると考えられるが、今後の集客可能性も大きいと考えら

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.18 富士河口湖町の観光入込客数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2.19 富士五湖周辺地域の観光入込客実人数の推移  

（観光庁が策定した「観光入込客統計に関する共通基準及び調査要領」（H 21.12 策定）が H22 にて
改訂されたため、H21-22 を境に人数の規模に差が発生している） 
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林作公園

船津浜駐車場 平浜駐車場 

(2) 利用実態調査 

調査期間中の休日に２回、各駐車場の利用実態を把握する現況利用状況調査を実施した。調

査内容は駐車台数、滞在時間、ナンバー（地域）読取を 2015.12.6 に実施し、附帯施設利用状

況や団体バスヒアリングを 2016.2.14 に実施した。 

 

表 2.13 調査概要 

日時 2015.12.6（日）・2016.2.14（日） 

調査場所
  ①県営河口湖駐車場 
  ②県営本栖湖駐車場 
  ③県営精進湖駐車場 

調査時間 09：30～16：00 

調査項目
・駐車台数、滞在時間の把握 
・ナンバー読取（地域） 

調査方法
・写真撮影による駐車場の状況把握 
・駐車台数及びナンバーを 30分毎に確認 
・団体バスヒアリング（添乗員･運転手等） 

 

１) 県営河口湖駐車場 

① 調査集計結果 

 利用台数の総数は 739 台。稼働率は小型車 46.8％、大型車 11.48％。 

 稼働率の高い駐車桝はカチカチ山ロープウェイ、遊覧船乗り場、ホテル湖南荘の附近に集中。 

 時間帯別の稼働率は、小型車が 10：30 から 11：30 にピークとなるが、大型車は 12：30 から

13：00 となる。なお、小型車の時間帯別稼働率の変動は比較的緩やかなのに対して、大型車

は、ピークが特化している。 

 駐車時間の状況は、小型車が２時間未満で 86.7％を占め、大型車は全てが２時間未満であり、

１時間未満が 82.6％を占めている。 

 地域別の状況は、県内ナンバーが 25％を占め、次いで都内ナンバーが 23％となっている。な

お、都内ナンバーを含めた首都圏ナンバーで 52％占めるが、北海道や九州、東北、北陸、近

畿、東海地方のナンバーも見られ、全国各地から入込が見られる。 

 また、大型車のナンバーは、千葉県（成田、習志野、千葉、袖ヶ浦）ナンバーが 41.3％を占

め、 も多い。なお、県内ナンバーは 10.9％（都内ナンバーに次ぐ３位）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.20 河口湖駐車場稼働率 
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図 2.22 滞在時間の状況 

内側：小型車 
外側：大型車 

図 2.21 時間帯別稼働率の状況 
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② 調査時に見られた現地の様子 

 場内では遊覧船等の運営者や土産物店等、多数の地元関連業者が駐車場利用者の行き先や利

用目的を聞いて、駐車場所の誘導やクーポン券の配布等を実施している。 

 大型車桝に駐車する小型車が存在するため、あらかじめコーン等で小型車の進入防止を図っ

ている。効率的な利用のために、関連業者が誘導している場合もある。 

 遊覧船やボートの発券所が一部の駐車桝を占用している様子も見られた。 

 路線バス利用者が多く、停留所にてバス待ちの人溜りが出来るほか、富士河口湖駅まで歩く

人も見られる。 

 湖畔遊歩道を利用してサイクリング（レンタサイクル）を楽しむ観光客が見られるが、駐車

場で遊歩道動線が切れているため、駐車場内を走行することとなる。 

 湖を背景に記念撮影を行う観光客が多いが、駐車車両により水辺に近づけないケースが見ら

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ヒアリング結果（旅行会社・バス運転手等） 

 外国人観光客のツアーは、ほとんどが出発地の旅行会社の企画によるもので、以前は国内大

手旅行会社と提携していたが、現在は単独がほとんどである。 

 出発地や出発地旅行会社へのツアー客を対象としたプロモーションの必要性は小さい、富士

山及び周辺の観光地は十分に知れ渡っている。 

 河口湖駐車場を利用するのは、ほとんど昼食が目的である。富士山五合目が利用できない（し

ない）時に利用することが多い。大型バスが駐車できることが利用動機としては大きい。 

 東京観光を行い、朝ホテルを出発し、忍野八海や富士ビジターセンターに立ち寄り、河口湖

畔で昼食し、名古屋・京都方面に向かうルートがほとんどである。 

 滞在時間が短いので、バスを誘導してくれることは大変有り難い。 

  

写真 17 大型車桝を小型車利用へ転用写真 16 大型車桝を小型車が占拠 

写真 19 ロープウェイ前、駅方面バス待ち
の様子 

写真 18 ボート乗り場前駐車桝の占有の
様子 
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２) 県営本栖湖駐車場 

① 調査集計結果 

 利用台数の総数は 59 台。調査実施日での大型車利用は、路線バスのＵターン利用のみ確認さ

れた。 

 駐車時間は滞在時間 30分未満が 73％を占めており、次点で 1 時間未満が 22％となっている。

（９割以上が滞在時間 1時間未満） 

 時間帯別では 12：30、13：30 が利用のピークだが、稼働率は 20％程度となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.23 時間帯別稼働率の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.24 滞在時間の状況 

② 調査時に見られた現地の様子 

 Ｕターン利用やトイレ利用など、ごく短い時間の利用が目立つ。 

 本栖歴史館（観光案内所）や、大型総合案内板を目当てに立ち寄る利用者も見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

  
写真 20 屋外トイレ 写真 22 大型総合案内板 写真 21 本栖歴史館（観光案

内所） 
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３) 県営精進湖駐車場 

① 調査集計結果 

 利用台数の総数は 85 台。 

 駐車時間の状況は、滞在時間 30 分未満が 36％で、約５割が滞在時間 1 時間未満であった。 

 時間帯別では小型車・大型車共に 10：00 で利用ピークとなり、大型車は 13：30 を境に利用

が無くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.25 時間帯別稼働率の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.26 滞在時間の状況 

 

 

② 調査時に見られた現地の様子 

 パノラマ台への訪問者、湖畔で写真撮影する人の利用が

目立つ。 

 本栖湖同様、Ｕターン利用やトイレ利用など、ごく短い

時間の利用も見られる。 

  
写真 23 パノラマ台訪問者 
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(3) 集客可能性分析 

(1)で述べたように、山梨県観光入込客統計調査結果より富士河口湖町の観光入込客数（実人

数）は、直近の５年間で上昇傾向を示している。インバウンド需要の増加等により、今後も入

込客数の増加が予想される。 

(2)利用実態調査の結果より、駐車桝稼働率のピークが割り出されているが、施設整備や施設

利用の状況が現状のままである限り、ピークに到達するタイミングも変わらないため、このま

ま入込客数の増加が継続すれば、施設利用の需要を受け入れきれず、観光客を逃すことになる

可能性が考えられる。 

また、入込客数の増加は、ピーク時に集中することが予想されるため、日ごとの入込客数の

格差が拡大し、季節ごとの格差に繋がる可能性が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2.27 時間帯別稼働率の状況 
（河口湖駐車場、再掲） 

小型車のピーク 

図 2.28 時間帯別稼働率模式図 

【増加分】 
入込客数全体的に増加するが 
特にピーク時の増加が懸念される。
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2-4. 観光ニーズの把握 

(1) アンケート調査 

富士河口湖町と山梨県が実施したアンケートを集計し、施設満足度等の集計結果を用いて各

施設の現状分析を行い、集客ポテンシャルを把握した。 

 

表 2.14 アンケート概要 

調査名 
富士河口湖町内の観光駐車場に
関するアンケート 

調査方法 現地投函箱による回収等 

調査実施日 H27.8～ 

回収票数 303 票 

 

アンケートの集計結果による駐車場の現状分析では、河口湖駐車場の満足度はある程度高く、

認知度も低くないことがわかった。一方で訪問時の滞在時間が短く、利用交通機関として貸切

バス利用が大半であることから、利用者の多くが団体での観光ツアー等で訪れていることが伺

える。 

 

満
足
度 

約 77％が「満足」と回答 河口湖駐車場の満足度は、「非常に満

足、まあまあ満足、やや不満、非常に

不満」の選択肢の中で、約 15％が「非

常に満足」、約 60％が「まあまあ満足」

と回答しており、満足・不満の比率が

８：２程度であることから、満足度が

高いことが伺える。 

 

満足度は高い 

滞
在
時
間 

約 70％が２時間未満の滞在 滞在時間のうち、約 40％が 1～2 時間

の滞在、約 30％が 0～1 時間の滞在との

回答より、約 70％が滞在２時間未満で

現地を離れている。 

２時間以上の比較的長い時間の滞在

は約 30％程度となっている。 

 

滞在時間は短い 
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利
用
動
機 

約 50％が既知であると回答 利用動機のうち、約半数が「以前か

ら知っていた」と回答しており、ある

程度の認知度の高さが伺える。次点は

「たまたま通りかかった」で約 20％程

度となっている。 

 

認知度は低くはない 

 

利
用
交
通
機
関 

約 80％が貸切バスを利用 利用交通機関のうち、約 80％が貸切

バスを利用しており、観光ツアー等の

利用が伺える。次点で路線バス利用が

約 16％となっている。 

 

バスツアー利用が多い 

 

(2) 観光ニーズの分析 

アンケートの自由記入欄に回答されていた自由意見を整理、分析すると、富士河口湖町の魅

力が自然・景観と捉えられており、来訪の目的もそのような環境でゆっくり過ごしたいとの意

見が目立った。 

一方で少数回答ながらも駐車場の不満点が挙げられている。駐車場内での誘導や接客態度等

についての指摘が多く、半数近くが関連業者への不満であった。 

何
を
し
て
過
ご
し
た
い
か 

約 50％がゆっくり過ごしたいと回答 半数近くが「富士山をながめてゆっく

りしたい」、「のんびり自然を満喫したい」

などの回答となった。次点で約 20％がサ

イクリングやツーリングなどアクティブ

に楽しみたいという回答。 

 

ゆっくり落ち着いて過ごしたい 

N=226 
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河
口
湖
町
の
魅
力 

約 60％が自然が魅力と回答 ：約６割が富士山・湖と回答しており、

全体の約９割が自然や景観が魅力である

と回答している。 

 

自然・景観が大きな魅力である 

不
満
点 

約 50％が関連業者への不満を回答 

 

 

 

駐車場内での客引きや誘導などの「関

連業者への不満」が半数近い不満理由と

なっている。次点で約 20％が大型車の駐

車場所や駐車台数そのものへの不満であ

った。 

 

 

運営面の不満が顕在化 
N=57 

N=196 
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2-5. 関係団体等との連携内容の検討 

駐車場周辺の土産物店、飲食店、宿泊業者、遊覧船事業者やボート事業者等を参加者として、

船津浜・平浜地区の観光振興に関わる意見交換会を実施し、ヒアリングを通して関係団体や施設

管理者のニーズを確認し、連携内容を整理する。 

表 2.14 意見交換会概要 

日時 
平成 28年 1 月 28 日 14：00～16：00（第 1回） 
平成 28年 2 月 25 日 19：00～20：30（第 2回） 

場所 富士河口湖町役場 コンベンションホール 

出席者 山梨県、富士河口湖町、船津浜・平浜関係者 

内容 船津浜・平浜地区の観光振興に関わる意見交換会 

 

関係団体等の要望・ニーズのまとめ 

(1) ハード面の整備は県・町に指導・実施してもらいたい。 

(2) ハード整備が整えば、運営・管理は地元の人間でやるべきである。

 

(1) 施設整備に係るニーズ 

 河口湖駅から駐車場までの歩道の整備が必要。案内板等の設置も必要である。駅までのルー

トがわからないため、特に外国人がバス利用に集中して混雑する。 

 屋外におけるフリーWi-fi の導入が必要。各店舗、宿泊施設内には整備されているが、駐車

場を含めた屋外は未整備である。今どきの観光客はスマートフォンを持っている人が多いの

で、駅までのルートだけでなく防災関係の情報も屋外で見ることができると良い。 

 河川区域のため、スロープの設置等のバリアフリー対応の制約があるが、可能な限りバリア

フリー化を進めて欲しい。 

 バスの転回が難しい場所があるため、道路側緑地帯を削ってスペースを確保してほしい。 

 水辺との一体化が感じられない。親水性に配慮して、護岸と駐車場の間を処理することが必

要で、遊歩道を設置することは望ましいが、駐車場内の収容台数の減少や大型車の転回スペ

ースの確保に十分配慮することが必要である。 

 林作公園の現状は、暗い雰囲気で道路からのアクセスも悪く、裏の印象である。改修して明

るくすると印象も変わってくる。 

 

(2) 管理・運営に係るニーズ 

 駐車場の運営について、現状のやり方は経験則で培った 善の方法だと認識している。 

 湖畔側法面の管理水準が場所によって異なる。平浜地区ではある程度管理できているが、船津

浜では手が付けられない。一方で、取り組む側の意識の問題でもある。 

 駐車場の運営や管理は、店舗や旅館側と駐車場内で活動しているボート業者等が協力すべきで

ある。 

 施設の管理、運営は地元の人間がやるべきである。地元の人間だけではできない整備等を県や

町にお願いするのが筋である。 

 駐車場の有料化導入、並びに設定料金の考え方は妥当であるが、有料化による渋滞の発生や長

時間駐車が抑制されることによる影響が懸念される。 

 実現のルール等の検討はこれからだが、駐車場で自主事業が可能となるのは望ましい。 
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2-6. 県営駐車場の観光振興・防災拠点のあり方 

(1) 県営駐車場の役割と今後のあり方 

１) 県営駐車場の役割 

 ３つの県営駐車場は、古くから富士五湖観光の観光入込を支え、地域の観光振興に大きく

寄与してきている。 

 特に、観光施設が集積する河口湖駐車場は、周辺に観光施設が多く存在し、地域の観光振

興に不可欠な施設としての役割を担っている。さらに、３駐車場で唯一、湖畔に接しており、

単なる駐車機能だけでなく、眺望地点を提供し、豊かな水辺の自然環境を体験する場所とし

ての役割を併せ持っている。 

 一方で、精進湖駐車場と本栖湖駐車場は、富士河口湖町の地域防災計画で避難場所の位置

づけがされており、地域の防災施設としての重要な役割を担っている。 

  

２) 県営駐車場の今後のあり方 

 富士河口湖町の観光入込客数は増加傾向にあり、観光入込を支える県営駐車場の役割は、

今後もますます重要になる。 

 一方で、人口減少や高齢化といった社会動向を背景に、自然環境･資源の保全､伝統文化の維

持･継承､文化財の保護､まちなみ･景観形成､新鮮･安全な地場産品の直販､コミュニティの維

持･発展等の分野において、地域の関係者が横断的に連携して取り組む観光地域づくりの動き

が拡がってきており、富士河口湖町においても、都市計画マスタープランや観光立町基本計画

で「観光と交流の賑わい・活力あるまちづくり」、「住民一人ひとりが楽しんで参画する観光ま

ちづくり」の方向性が示されている。 

 経済・産業面からみるとこのような観光地域づくりの目指すところは、地域資源を 大限活

用し、地場産品や時間消費型の体験プログラムをはじめとする商品・サービスを積極的に提供

し、地域経済の自立自走化を図っていくこととなる。 

 このような観点から、３つの県営駐車場のうち、その規模や立地環境から代表格である河口

湖駐車場を捉えると、湖畔の眺望を活かしつつ、日較差や曜日較差、季節較差に着目して、そ

のオープンスペースを効率良く 大限に活用して、地場産品や時間消費型の体験プログラムと

なる観光イベントを積極的に提供し、住民参画を図りながら地域の観光振興に一層寄与してい

くことが求められると言える。さらに、バス事業者等と連携して、駐車場を起点にバスや遊覧

船等を利用して湖畔全域ひいては町全体を周遊するレジャー基地としての拠点機能の発現が

期待できる。 

 また、精進湖駐車場と本栖湖駐車場の防災施設の役割と同様に、河口湖駐車場においても、

緊急輸送道路と湖上緊急輸送路の接続し、既成市街地の外縁部に位置する立地特性から救援救

助の活動拠点としての役割を付加し、地域の防災力向上に寄与することが必要となる。 

そのためにも、県営駐車場の今後のあり方として、地域の民間事業マインドと自主防災組織

を駐車場の運営管理に取り入れ、多様化・高度化する観光振興事業と効果的かつタイムリーに

連携し、また防災機能の初動対応を速やかに実現するなど、地域の観光振興と防災力向上に寄

与することが求められる。 
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図 2.29 県営駐車場の今後のあり方 
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(2) 官民連携における役割分担 

県営駐車場の今後のあり方で示したように、県営駐車場の管理運営において、官民が連携し

て取組む必要がある。そして、関係団体等との意見交換会では、駐車場の管理・運営に地元が

携わることに好意的な意見が示されている。 

 ただし、現状の県営駐車場における、施設の老朽化、またバリアフリーに対応していないこ

と、さらに昨今のインバウンド需要に対して、多言語化や Wi-Fi 環境整備の必要性が指摘され

ており、施設の低質化が顕在している。さらに、管理者不在を要因に運営面で利用者の満足度

が低下していること、ピーク時の場内混雑が激しいことから、リニューアルと常駐管理の必要

性が生じている。 

 以上を踏まえ、官民連携の役割分担を次に示す。 

 

表 2.15 官民の役割分担 

役割分担 分担の内容 

官の役割 施設改修の実施  老朽化施設の更新（舗装、案内板等） 

 利用促進のための改修（遊歩道整備、林作公

園リニューアル、Wi-Fi 環境整備等） 

 バリアフリー化 

民の役割 施設の管理運営  場内の清掃 

 車両誘導 

 料金徴収 

 自主事業（観光イベント）の実施 

 災害時の初動対応等 
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第３章 収益事業を含む複数事業の一体的な整備運営管理手法の検討 

 

3-1. 要素事業の内容検討と評価 

(1) 課題の抽出 

施設現況等を踏まえ、要素事業の内容検討にあたっての課題を抽出する。 

表 3.1 課題一覧表 

 
 

課題 
 

現況状況 

各課題
対象湖 

河
口
湖

精
進
湖

本
栖
湖

a. 施設の老朽化  駐車場、並びに附帯施設の老朽化が著しい。 
 具体的には、舗装のクラック、路面表示の消失（停止線、桝線、進入禁止線）、

また案内板の盤面表示の消失。 

 
○

 
△

 
○

b.大型車と小型

車の整序・適

正化 

 大型車と小型車の駐車場所が同一であるため、混乱が生じている。特に、混

雑時における大型桝への小型車の駐車や小型車の車列による大型車の展開

スペースの阻害が発生しており、慣行的に地元の方が場内整理を実施してい

る。 
 周辺施設との関係や車種別の利用特性の違い等を背景に、駐車場所の偏重が

顕在化しており、大型車用の駐車桝を小型車用に代用している（ロープウェ

イ乗り場付近）。 

 
 
 

○

 
 
 

－

 
 
 

－

c. 施設のユニバ

ーサル化 
 階段や斜路、身障者用駐車桝について、バリアフリー新法や山梨県幸住条例

等の基準不適合箇所が存在する。 
 2020 年に向け、インバウンド需要が高まっており、多言語化や場内の施設

案内（遊覧船乗り場等の案内、トイレの案内、撮影ポイントの案内等）が必

要。 

 
 

○

 
 

△

 
 

△

d. 結節拠点機能

の強化 
 駐車場に隣接するバス停（特にロープウェイ前）の利用者は多く、バス待ち

客が駐車場出入口に滞留する（混雑時はバスに乗りきれない人が溢れる）。

タクシーの客待ち駐車も見られる。 
 現時点では少ないが、駐車場を起点に周遊バスを利用して、北岸エリアを周

遊する観光客も見られ、パークアンドライド的なレジャー基地としての拠点

機能の発現の可能性を示唆している。 
 湖畔沿いまで駐車場となっているため、遊覧船、ボート利用者の滞留スペー

スが少なく結節点としての機能性、安全性に問題があることと、湖畔沿いに

安全な湖の眺望ポイント（視点場）の確保が必要である。 

 
 
 
 

○

 
 
 
 

－

 
 
 
 

－

e. 情報発信機能

の構築 
 駐車場利用者の利用動機で、たまたま通りかかっての利用が３割弱を占めて

おり、利用者への PR の促進が必要である。 
 特に、大型車の団体利用では、ほぼ昼食利用に限定されており、地域振興の

観点から周辺観光施設や地元商工会と連携した情報発信機能の構築が必要

である。 
 さらに、外国人利用者が多いことから、Wi-Fi 環境の形成が必要である。 

 
 

○

 
 

△

 
 

△

f. 防災拠点機能

の構築 
 富士河口湖町内の防災施設は避難場所・避難所が中心で、地積の確保できる

グランド等のほとんどが避難場所等に指定されていることから、救援・救助

部隊の活動拠点機能の確保が必要である。 
 河口湖駐車場の位置は、東海地震の地震対策強化地域であることは勿論のこ

と、富士山噴火の規制範囲の外縁部にあることと、既成市街地の外縁に位置

し緊急輸送道沿いにあることから、活動拠点としての立地に恵まれており、

防災拠点として災害時利用を図ることが必要である。 

 
 
 

○

 
 
 

－

 
 
 

－

※ 各課題対象湖 記号凡例……○：対象、△：一部対象、－：対象外
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(2) 整備方針 

抽出した課題に対応する整備方針を以下に示す。 

 

a.施設の老朽化 

 舗装、区画線等の老朽化施設の更新を図る。 

 

b.大型車と小型車の整序・適正化 

 大型車と小型車の整序・適正化を図る。 

 

c.施設のユニバーサル化 

 階段や傾斜路、身障者用駐車桝について、バリアフリー新法等の基準との適合を図る。 

 主に外国人観光客への対応として、サインの多言語化や場内の施設案内（遊覧船乗り場案

内、トイレの案内、撮影ポイントの案内等）の充実化を図る。 

 

d.結節拠点機能の強化 

 バス、タクシー待ち客の駐車場での滞留を軽減する役割や、パークアンドライド的な結節

拠点機能を強化するため、滞留スペースとなる広場を整備する。 

 遊覧船やボート利用者の滞留スペースの確保と、湖畔沿いの安全な湖の眺望ポイントを確

保するため、湖畔沿いに遊歩道を整備する。 

 林作公園内に湖の眺望ポイントとなる広場の再整備を行う。 

 

e.情報発信機能の構築 

 Wi-Fi 環境の形成等、情報発信施設の整備充実を図り、駐車場利用者に周辺観光施設等の情

報発信を行う。 

 

f.防災拠点機能の構築 

 避難場所として指定されていない地積を確保できる貴重なオープンスペースとして、救

援・救助部隊の活動拠点としての機能を構築する。 

 

※ 次頁以降に整備方針図及び各駐車場計画平面図を示す。 
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図 3.1 整備方針図（河口湖駐車場） 
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図 3.2 整備方針図（精進湖駐車場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3 整備方針図（本栖湖駐車場） 

  

-48-



TK-1

TK-19

TK-2

TK-3

TK-4

TK-5

TK-6

TK-7

TK-8

TK-9

TK-10

TK-11

TK-12

TK-13

TK-14

TK-15

TK-16

TK-17

TK-18

案 支

IB

IB

C

A

A

A

A

A

A

A

A

A

ウッドチップ舗装

ウッドチップ舗装

ウ
ッ

ド
チ

ッ
プ

舗
装

Φ300

Φ
30 0

Φ
300

L0.5

C

A

案支

操作盤
カメラ制御箱

NP盤

嘯治水トンネル

IB

IBΦ
30

0

Φ
30
0

L0.5

U
0.
25

U0.3

溶岩

ソーラー

U
0.
25

タイル

タイル

タイル

小曲展望広場トイレ

案

量水

電量

C A

A

A

A

L0.35

L
0.
35

CM

C
C

C

C
水 V

Φ300

Φ300

Φ
300

Φ
300

Φ
300

U0
.3

L0
.5

L 0
.5

L0
.5

電気

A

A

A

C

案

案

案

A

A

引込盤

ホース格納箱

A

A

A

C

電気
電気

電気

L0.
5

案
TB

案

水

C

C

C

C
水
V
V

量水

C

L0.
35

U0
.3

案

C

A

V
V 量水

電量

A

A

A

A

A

河口湖警察官
臨時警備
派出所

警備艇庫

C

スピーカー
湖畔幹左2/20

湖畔幹左1/20

水

支

案 案

東京電力鹿留発電所船津取水口

L0.25

L0.25

タイル

タイル

A

A

L0.25

L0.25

案

案

Φ150

Φ300

林作公園

外灯盤

IB

IB

IB

IB

案

案 案 汚
量水 V

引込盤

スピーカー

支

トイレ

IB

案

案

鉄板鉄板
C

A

C

C

C

C

A

A

鉄板

量水

U0.3

AC

汚

制水

富士五湖汽船(株)

排泥弁

E E E

E
E

E

E

電気電気電気

C

C

IB

C

Φ
30
0

E

電気

支
支

引込盤

浅川16
CC

V汚
汚
電気

U0.3

ふなつや
アラジン
インド

レストラン

A

A

A

A

A
IB

E

V
V

支

TB

電計

案

案
水

L0.25

L 0.25

L
0 .

25

L0.25

C

IB

U0.3

案

支

断湯弁

案

水

C

C

A

A

C

C
IB

A

IB

U0 .3

A

IB

案

T

A

A

Φ
60
0

C

案

C

案

EV QUICK

電量

支

支
電量

汚汚
汚

汚 水

V
V

V
量水案

案

IB

IB

A

A

A

A

A

C

C

トイレ

トイレ

柱

柱柱

量水量水

VV

自販

乗場

乗場

乗場

乗場

乗場

乗場

乗場

乗場

乗場

資料KBM.2
H=836.660m
0.202m違い

C

C

Φ
10

00

C C C

C

C

物置

C
CC

C

C

物置

物置

物置物置
C

C
C

C

C

物置

物置

物置

物置

C
C
C
C

C

物置
C
C
C

C

C
IB

V

汚
E E

IB

E IB

C
C

C

C

C

C

C
C
C
C

C

C

物置

物置

物置

T

電気
E

電気
E

ジャカゴC

CC

C C

C

C C C
C

C
C

物置

案

駐車場舗装・区画線更新

階段のユニバーサル化（全階段共通）

C
C

C
C
C

橋

835.68

835.13

834.00

834.68

835.45

湖畔遊歩道の整備

【手摺(両側)、

視覚障害者誘導用ブロックの設置】

湖畔遊歩道の整備

【身障者用駐車ますの基準適合、

大型車と小型車の整序・適正化】

駐車場舗装・区画線更新

スロープの整備

サインのユニバーサル化（全サイン共通）

広場整備【滞留スペースの確保】

情報発信施設の整備

835.89

情報発信施設の整備

【多言語化等】

836.64

湖畔広場の整備

広場整備【滞留スペースの確保】

情報発信施設の整備

湖畔遊歩道の整備

834.64

835.25

【多言語化等】

834.45

スロープの整備

駐車場舗装・区画線更新

【手摺(両側)、視覚障害者誘導用ブロックの設置】

【身障者用駐車ますの基準適合、大型車と小型車の整序・適正化】

サインのユニバーサル化（全サイン共通）

階段のユニバーサル化（全階段共通）（船津浜駐車場）

（林作公園）

（平浜駐車場）

河口湖畔駐車場　計画平面図（全体図）
富士河口湖町観光振興・防災拠点整備に係る官民連携手法導入検討調査0

S=1:2000（A3）

50 100（ｍ）10

■湖畔広場整備イメージ ■湖畔遊歩道整備イメージ

-49-



TK-19

TK-9

TK-10

TK-11

TK-12

TK-13

TK-14

TK-15

TK-16

TK-17

TK-18

834.00

834

834.

834.59

834.75

835.13

835.66

835.90

835.80

835.55

835.38

836.15

835.40

836.11 835.93

835.81

835.30

835.12

834.45
834.45

834.44834.43
834.44

834.62

834.63

834.54

834.83

835.25

834.97

835.23

835.06

835.14

835.64

835.78

835.39

835.66

834.79

834.77

834.79
834.76

834.95

836.10

836.68

836.16

835.02

835.48

835.95

836.30

836.37

836.49
835.58

835.48

835.32

835.26
836.51

836.52

836.50

835.31

835.09

835.07

835.02

836.45 836.64

836.49

836.66

836.74836.61

835.09

835.09

834.84834.79

834.79

835.14

835.05

835.17

835.13

834.92

835.21

835.04

834.99

834.91

834.93

834.72
834.66

834.31

834.21

833.88

832.97
832.97

832.82832.78

832.80
832.82

831.86

831.74

833.37

834.01 834.03

834.14834.17

834.37

834.39

834.43

834.41

834.13

834.43

833.34

832.02

831.59

834.14

834.18

834.21

834.02

833.89

834.18

834.11

833.94

834.18

834.17

834.09834.03

833.98

833.92833.92

833.84

834.00

833.99

834.22

834.09

834.06
834.15

833.68

833.99
833.99 834.21

834.22

834.06

834.11

834.24

834.16 834.15

834.10
834.08

834.10

834.10

834.06

834.06

834.08

834.14

834.14

834.13

834.99

834.32834.39
834.41

834.50834.54

834.43

834.60

834.64

834.60
834.65

834.55 834.54 834.54 834.51 834.49 834.49 834.50 834.46 834.46
834.45

834.47

834.90
834.92

834.95
834.75

834.58

834.59

834.67

834.73

834.73
834.72

834.83

835.13

835.13

834.73

834.36

834.55

835.01

834.47

834.59

834.57

834.59

834.14

834.14

8

834.79

8
834.89

835.11

835.12

83

836
836.12

836.38 836.04

836.33836.53

836.72836.55

836.64836.83

836.64

836.61

836.64

836.62

836.60
836.58

836.63
836.79

836.58

836.56

836.56

836.55
836.55

836.75 836.91

836.74

836.77

836.66

836.76

836.84

836.68

836.64

836.71

836.72

834.62

834.47

834.80

835.00

835.01

835.02

834.97

834.93
834.87

834.81

834.73

834.75
834.59

834.57

834.56 834.58 834.63

834.43

834.58
834.57

834.58

834.59

834.45

834.10

834.39
834.37

834.27834.25

834.49834.47

834.41
834.41

834.53
834.52 834.59

834.71

834.55

833.70

834.20

834.69

834.41
834.50

834.54
834.53 834.55 834.58

834.54834.54834.53
834.56

834.53834.55

834.46834.46834.47834.48
834.49834.48

834.44834.45834.46
834.45

834.43834.45

834.56

834.59

834.54

834.93
834.68

834.69

834.55834.58

834.76

834.63

834.70

834.59

834.43834.42

834.56

834.55

834.50

834.48
834.73

834.73

834.80

834.64

834.38

834.33

834.27

834.25

834.24

834.22

834.23
834.20

834.21

834.57

834.37

836.66

836.46

835.10

834.71 834.74

834.53

834.42 834.55
834.61

834.84

834.42
834.63
834.42

834.35834.26
834.45

834.34

834.24

834.20834.17

834.27
834.25

834.28

834.28

834.30

834.30

834.41
834.31

834.33

834.49

834.29

834.47 834.40

834.50

834.34
834.36

834.52
834.38

834.37
834.36

834.57
834.49

834.39

834.42

834.41

834.39

834.37

834.42

834.44 834.37

834.44

834.46

834.46

834.47

834.66
834.66

834.64

834.41

834.67

834.93
835.03

834.39

834.41

834.42

834.35

834.14
834.13

834.42

834.45 834.50

834.66

834.56

834.66

834.51

834.54
834.57

834.43
834.00

834.38

834.29

835.00

834.69
835.03

834.41

833.95

834.60

834.55

834.06

834.21

833.62

836.73

836.73

836.72
836.56

836.53

836.50
836.63

836.51

836.64

836.65

836.61

836.63
836.66

836.81
836.59

836.54

836.61836.60

836.62
836.59

836.83
836.44

836.44

836.46

836.34

836.41

836.45836.44

837.16837.16

836.44836.44

837.16837.17

836.44

836.45836.44
836.42

837.11
837.12

836.40836.39

837.09837.06

837.06

837.11

837.11

837.15
836.48

836.49
836.50

836.50
837.15837.13

837.14 837.19
837.21

837.18

837.14837.12837.19837.11

836.39

836.39
836.80

836.40

836.35

836.24
836.04

836.14

836.06

835.94

836.08

836.63

836.65

836.64

837.10

836.64

836.44

836.67

836.65

836.63
836.49

836.50

836.66

836.60

836.40836.41

836.41

836.81

836.62
836.64836.68836.71

836.56

836.01

836.63836.51

835.96

835.94
836.45

836.33

836.09836.30

836.87836.30

836.38 836.35 836.37
836.30

835.87

835.92

835.94

836.16

834.41

834.47

834.45
834.42

834.85

834.87

834.85

835.29

835.50

834.89

835.89

835.81

835.49

836.52
836.52

836.62836.61

836.07

836.29

836.04

836.21836.19

835.88

836.31

835.27

835.37

835.11

834.72

835.21

834.75

834.63

834.77

834.87

834.60

834.96 835.10

835.00

834.76834.85

834.73

834.66

835.09

834.90

835.02

835.70

835.94

835.99

835.75

835.40 835.40

835.40 835.40

835.30 835.24

835.53

835.05

835.40

835.33835.33

835.38

834.29

834.48

834.59

834.70

834.82

834.92

835.02

835.10

835.21

835.33

835.43

835.53

835.62

835.67
835.70

835.72835.73835.73
835.78

835.72
835.70

836.27

836.11

836.24

836.12

835.80

836.21

835.73
835.75

835.73 835.71835.70
835.69

835.69
835.68

835.67

835.64

835.60

835.56

835.47

835.43

835.38

835.33

835.28

835.18

835.08

834.98

834.89

834.80

834.68

834.58

834.49

834.29

835.36

835.47

834.01

834.00

834.51

834.23

834.23
834.39

834.45 834.41
834.41

834.36

834.39
834.27

834.46

834.46834.44

834.42834.21

834.62834.13

832.98

833.17832.99
832.89

832.92

832.97

833.40

833.76
833.96

833.46

833.21

832.82

833.36

833.07

833.06

833.13

833.53

833.31

833.86

833.86

833.62

833.66

833.27

833.63

833.69

833.63

833.54

833.58

833.81

833.87

833.66 833.64
833.60

833.63
833.65

833.69

833.75
833.73

833.69

833.72
833.72

833.69

833.63

833.78

833.94

834.11

834.40 834.41 834.38
834.36

835.17
835.20

834.37

834.33

834.71

834.75 834.68

834.33 834.31

834.70
834.57834.55

834.60834.35

834.33834.36

834.16

834.35

834.10
834.13834.14834.14

834.40834.37

835.17835.19

835.76
836.09

836.17

834.75
834.84

834.33
834.46

834.88

834.98

834.54 834.59

835.00

835.16

835.23

834.69
834.92834.90

835.10

835.08

835.16

835.28

835.44

835.46

835.41

836.05

836.11

836.24

836.26

835.44
835.45

835.52

835.58

835.68

835.79

834.28

834.47
834.16

835.03

834.60

834.63
834.22

834.18
834.47

834.50
834.47

834.67834.58

834.50 834.52

834.66

834.87

835.27

835.14

834.10

834.07

834.13

834.47

834.61

834.75

834.80

836.12

835.30

835.11

834.92 835.01

834.97

835.12

835.17

835.21
835.33

835.48

835.30
835.30

835.35

835.45
835.49

835.49
835.48

835.46835.41

835.44835.45

835.20
835.18

835.01

835.36 835.40

835.40 835.39

836.39

836.40

832.97

832.86

835.52

835.43

836.11

836.29 836.29

836.31

836.29

835.70

835.96
836.12836.27
836.45

836.48

836.18836.22

836.23

836.10
836.47

836.52
836.51

836.59836.57

836.37

836.42 836.52

835.69

835.74

836.42
836.27 836.29

835.75

836.30836.29
836.28

836.24
836.20

836.17

836.13

836.10836.15

836.45

836.34

836.46

836.17

836.04 835.94

835.92
836.07

835.88

835.91

835.74

836.10
835.84

836.10
836.61

836.53

836.20

836.07

836.09 836.10

835.70 836.30
836.19

836.37836.65

836.68
836.55

836.38

836.29

836.39

836.31 836.37

836.32

836.33

836.33
836.33

836.34

836.45

836.29

836.29
836.33

836.31

835.88

835.86

836.34

836.34

836.46

836.52 836.43
836.38

835.95

835.50 835.53 835.52

835.45

834.72835.37

835.38834.42 834.64

834.54

833.71

835.58

835.71835.61

835.49

835.80
835.83

836.03
835.97

836.14 836.17

833.52

833.12833.31

833.19

833.60

832.47832.45832.53

832.52832.53832.47

832.50

831.60

834.20

833.92

836.52
836.51

836.51
836.50

836.52

836.52

836.45

836.48

836.47
836.76 836.47836.46

836.27
836.27
836.37

836.27

836.03

836.16

835.62

836.27836.22

836.27

836.29

836.41

836.47
836.69

836.73

836.52
836.78
836.98 836.99836.52

836.56

836.57

836.86

836.66 836.66 836.64 836.65 836.64 836.66

836.69

836.69

836.66

836.66

836.72

836.58

836.50

833.83

833.97

833.66

833.84
833.76

833.81
833.95

833.88

833.86

834.04

834.12

833.94

833.83 833.95

833.94

833.78

833.76

833.95

833.89

833.88

833.95

833.81

833.82

836.80

836.60

836.60
836.61

836.60 836.59

836.62
836.62
836.63

836.92
836.91

836.62 836.61

836.68

836.69

836.69
836.68

835.54

835.67

835.48 835.29
835.30

835.33

834.90

835.10

836.87

836.91836.89 836.90

836.90

836.89
836.97

836.96

836.89
836.76
837.03

836.70

836.79

836.862

834.58

836.99

836.92

836.88

836.90
836.59

836.65

836.63

835.29
835.27

835.33

836.63
836.60

835.32

835.30835.29

834.41

835.14
835.17

834.45
834.43

834.44

835.16
835.21

834.45834.47834.46834.50

835.27

834.70834.70

834.51834.51
834.51

834.53

834.55
834.55

834.54

834.51834.56 834.56

835.30
834.53 834.53

834.53
834.54

834.04

834.45

834.79 834.78

834.52
834.52

833.43

834.49

834.42

836.30

836.31
836.32

836.36

836.25

836.42
836.63

836.53

836.61

836.30

836.17

836.40 836.63

836.49

836.49

836.45836.43836.45836.48

836.50 836.47

834.31

833.92

833.73833.73
833.85

834.28
834.18

834.18
834.27

834.26

834.15

834.14

834.25

834.25

834.14

834.13
834.15

834.13

834.19

834.24

833.91

834.27

834.28
834.08

834.13

834.15

834.25

834.26

834.27

833.64

834.12

834.05
833.85

834.02

834.04

833.85

833.95

834.15

834.23

834.03834.14

834.19

831.53831.53

836.78
836.73

836.65
836.58

836.78
836.82

836.55 836.59

836.60836.60
836.60836.75

836.65

836.80
836.81

836.79
836.80

837.01
836.82
837.42

836.27836.60

836.73
837.06

837.04837.01

837.00

837.00

836.75

836.82

836.81

837.04

837.05

836.57

836.82

836.82

836.60

836.55

836.58

834.60

835.26

835.27

834.60

834.59

834.63834.65

835.31

835.27

834.70

834.72
834.58

834.57

835.18

835.27

834.56

834.54

835.27

835.24
834.54

834.53835.24

835.21
834.55

834.55

835.14

835.07
834.55

834.60

834.91

834.53

834.51

834.62

834.54

834.50

834.51

834.57

834.61

834.50

837.02

837.05

836.91

836.92

836.99

836.96

836.93
836.95

836.95

836.95

837.12 837.13

836.99

836.87

836.84
836.91

836.84 836.83

836.84

836.83
836.80

837.05837.14

836.64

836.80

836.70
836.71836.71

836.36

836.81

837.02

837.26

837.17

837.05

836.93

836.23

836.42

836.43

836.36 836.33

836.44

836.41836.00

836.33

836.29

835.87

836.49836.48

836.34

836.39
836.39836.40

836.40
836.40
836.41

836.41

836.59

836.57

836.54

836.55

836.53

836.32

836.32

836.50

836.42

836.45

836.25

836.24

836.45 835.99

836.42

836.38

836.36

836.33

836.30

836.28

836.26

836.25

836.24

836.23
835.78

835.82

835.51

835.53835.50

835.51

835.49

835.28

835.52

835.33

835.54

834.67

834.65

834.65
835.41

834.61
835.13

834.63

835.15

834.66
834.65

834.70

835.41

835.38

834.67

834.66

834.69

834.69

834.70

834.72

834.77

835.24

834.73

835.10

835.02

834.75

834.70

834.94

834.82
834.71

834.69

835.00

835.27

835.41

835.66

835.80

836.01

835.85

836.07

835.84

835.49

834.69

834.72

834.71

834.67

834.71

834.68

834.66

834.69

834.64

834.62

834.70

834.62

834.18

834.33

834.25

834.46

834.37

834.33

834.43

834.45

834.33

834.32

834.25

833.60

834.27

834.28
834.23

834.39

834.25

834.26

834.41

834.43

834.27

834.28

834.43

834.43

834.27

834.27
834.42

834.43

834.28

834.29
834.44

834.45

834.29

834.30

834.45

834.45

834.30

834.46
834.37

834.26

834.14

834.03

833.91

833.76

833.62

833.56

833.76

833.91

834.03

834.18

834.30

834.36

834.41
834.30

834.39

834.52

834.52

834.40

834.39

834.52

834.39

834.38

834.52
834.37

834.50

834.49

834.37

834.35

834.46

834.34

834.33

834.43

834.20

834.29

835.03
835.22

834.96

835.23

835.49

835.80

836.15

836.16

835.91

835.67

835.53

835.26

836.23

836.14

836.68

836.59

836.72

836.77

836.74

836.73

836.76

836.85

836.72 836.85

837.02

837.02

836.99

837.02

836.88
836.85

836.82

836.69

836.64

836.30

836.19

836.55

836.39

836.36
836.50836.34

836.37 836.41

836.38

836.36

836.19

836.57

836.50

831.70

831.70

836.24

836.24

836.25

836.25

836.25

836.25

836.24

836.24

836.23

836.23

836.23

836.23
835.83

835.85
835.47

835.45
835.44

835.49

835.47

835.29

834.67

834.63

834.67

834.67

834.70

834.70

834.69

835.52

835.43

834.68

834.64

834.59

834.62

834.62

834.64

836.24

836.27

836.30

836.30
835.87

836.30

834.74

834.74

834.84

834.73

834.69

834.66

834.60

834.63

833.92
834.27

834.31

833.99

834.21

834.07

834.42

834.53

834.58

834.44

834.38 834.55

834.39

834.29

833.41

834.35

834.36

834.40

834.44

834.42

834.40

834.56

834.55

834.40

834.50

834.54

834.50

834.29

834.38

834.55

834.35

834.42

834.48

834.59

834.54

834.58

834.54

834.50

834.22

834.28

834.25

834.44

834.38

834.50

834.62

834.83

834.70

834.81

834.92

834.96

834.84

834.92

835.04

835.12

834.99

834.96

834.98

835.01

835.09

835.08
835.10

835.08

835.74

835.74

834.81

834.86

834.76

834.76

834.75

834.73

834.68

834.51

836.30

835.86
836.30

836.32

836.32

836.32

836.33

836.36

836.35

836.39
835.79

835.39

835.15

834.92

834.89
834.76

834.77

836.37

836.38

836.20

836.20

836.08836.41

836.36
836.38

836.38

835.08

835.14
834.98

836.41

836.40

836.38

836.38

836.37

836.36

836.56

836.60

836.37

836.38

836.59

836.59

836.41

836.39

836.41

836.41
836.41836.40

836.40
836.41

836.41

836.60

836.64

836.37835.94

836.37

836.38

836.39

836.40

836.40

836.41

836.41

836.41

836.41

836.40

836.40

836.39

836.39

836.38

836.39

836.39

836.39

836.41

836.42

836.44

836.42
836.60

836.66
836.69

836.62
836.42

836.42836.44
836.43
836.44
836.44
836.43

836.42

836.35
836.35

836.22

836.19

836.20

836.22
836.35

836.36

836.22

835.84

835.82
835.02

834.50
835.08

835.41

835.54

835.98

835.83

835.94

835.90

835.90

835.94

835.92
835.98

835.65

835.86

835.90
836.03

836.11
835.98

835.99

836.05836.13
836.01

836.06
836.18

836.24
836.09

836.13
836.26

836.31
836.18

836.23
836.35

836.27

836.23

836.19

836.26

836.06

835.91

835.84

835.84

835.32

835.09

834.99

835.87

835.93

835.94

835.88

835.91

836.01

836.03

835.94

836.09

836.15

836.08

836.05

836.11
836.10

836.04

836.10

836.20

836.29

836.30

836.24

836.32
836.35836.41

836.36

836.54

836.53

836.53
836.53

836.50

836.19

836.16

836.24

836.58

836.49

836.50

836.49

836.66

836.12

835.96

832.14

836.26

836.42

836.41

836.62

836.41

836.40

836.39

836.38

836.36

836.34

836.23

836.24

836.25

836.24

836.24

836.24

836.25

835.82
835.68

835.77

836.24836.30
836.30
836.29836.44
836.28
836.27

836.25

836.50

836.50

836.49

836.45

836.41

836.45

836.45

836.47

836.50

836.62

836.60

836.66

836.44

836.43

836.44

836.42

836.42

836.43

836.39

836.39

836.34

836.28
836.29

836.30
836.30
836.30
836.31
836.26

836.46

836.52

836.36

836.35

836.34

836.37

836.38

836.39

836.38 836.57

836.59

836.40

836.41

836.42

836.40

836.40

836.38

836.38

836.35
836.35 836.54

836.52

836.34

836.20
836.41

836.14

836.16

836.36

836.17

836.16

836.34

836.56

836.53

836.56

836.56

836.59

836.54

836.44

836.50

836.50

836.39

836.61

836.61

836.62
836.62

836.62
836.62

836.50

836.50

836.49

836.49

836.51

836.63

836.64

836.49

836.46

836.46 836.59

836.33

836.41

836.39

836.44

836.48

836.59

836.45

836.46

836.42

836.43

836.35

836.41
836.42

836.42

836.38

836.36

836.34

836.34 836.37

836.37

836.36

836.41

836.39

836.43

836.52

836.49

836.49 836.50

836.26

836.08

834.96

836.35

836.37

836.40

836.35

836.33836.31

836.28
836.28

836.28

836.28

836.24

836.24

836.20
836.20

836.17

836.12

836.08

836.14

836.11

836.06

836.03

836.01

834.99

834.42

834.97

835.17

835.70
835.77

835.79

835.13

834.69

836.16

836.21

836.23

836.26

836.25
836.24

836.27

836.29

836.34

835.89
836.34

836.32

836.37

836.32

836.31

836.26

836.27
836.25

836.27
836.27

836.28
836.27
836.26

836.26

836.46

835.18

案

案

C

L0.
35

U0
.3

833.43

案

C

A

V
V 量水

電量

A

A

A

A

A

河口湖警察官
臨時警備
派出所

警備艇庫

C

スピーカー
湖畔幹左2/20

湖畔幹左1/20

水

支

案 案

東京電力鹿留発電所船津取水口

L0.25

L0.25

タイル

タイル

A

A

L0.25

L0.25

案

案

Φ150

Φ300

林作公園

外灯盤

IB

IB

IB

IB

案

案 案 汚
量水 V

引込盤

スピーカー

支

トイレ

IB

案

案

鉄板鉄板
C

A

C

C

C

C

A

A

鉄板

量水

U0.3

AC

汚

制水
835.62

835.63

富士五湖汽船(株)

排泥弁

E E E

電気電気電気

C

C

IB

C

Φ
30

0

E

電気

支
支

引込盤

浅川16
CC

V汚
汚
電気

U0.3

ふなつや
アラジン
インド

レストラン

835.96A

A

A

A

A
IB

E

V
V

支

TB

電計

案

835.72

834.97

835.45

833.67

832.77

833.64

833.34

831.90

832.42

832.27

832.17

832.47

832.97

832.92

833.19

案
水

L0.25

L0.25

L0.25

L0.25

C

832.98

IB

U0.3

案

支

断湯弁

案

水

C

C

833.43

A

A

C

C
IB

A

IB

U0.3

A

IB

案

T

A

A

Φ
60
0

C
833.68

案

C

案

EV QUICK

電量

支

支
電量

汚汚
汚

汚 水
V
V

V
量水案

案

IB

IB

A

A

A

A

A

C

C

トイレ

トイレ

柱

柱柱

量水量水

VV

自販

乗場

乗場

乗場

乗場

乗場

資料KBM.2
H=836.660m
0.202m違い

833.06

830.68

830.74
830.75

830.75

830.71

830.77

830.71

830.71

830.72

830.71

830.76

830.59830.93

830.75

830.76

833.07

833.15

833.49

833.43

832.85
832.92

831.71

832.46

832.58

832.54

833.20

832.66

832.54

831.44

831.01

831.37

833.55
833.44 833.85

833.73
833.86

832.14

831.94

831.24

833.17

833.76

832.56

831.38

833.67

833.68

834.00

834.00

833.71

833.89

833.04
832.71

833.04

833.03

833.04

833.69

833.71

833.69

833.05
832.96

830.73

830.75

830.78830.74

830.76

830.75

830.75

830.74

830.75

830.76

830.71

832.92

832.76

832.70

832.65

832.48

833.03

832.46

832.52 832.49
832.51

836.73

836.54

836.54

836.53

836.56

836.59

836.61

836.61
836.61

836.53

836.55

836.55
836.64

836.65

836.61

836.52

836.58

836.50

836.66

836.49

836.48

836.47

836.44

836.44

836.59

836.60

836.42

836.04836.40
836.40

836.55836.44

836.39
836.38

836.37

836.53 836.43

836.36836.37836.36836.37836.37836.37836.38

836.42 836.52

836.40

836.42

836.48836.58
836.60

836.49

836.49

836.49836.49

836.49

836.49836.61

836.46

836.64836.55
836.57836.67

836.65836.56

836.51

835.54

835.53

835.34

836.53
836.53

836.54

836.59

836.60836.70 836.69 836.59

835.65
835.52

836.59
836.59

836.59

836.60836.70

836.75836.65

836.62

835.73

835.56
836.04

836.62836.62

836.61
836.66836.76

836.81
836.71

836.66836.69
836.69836.69 836.70

836.72

836.07836.10836.04

836.71

836.13
836.70

836.73

832.66

830.72

830.73

830.76830.77

830.76

830.78

831.27

831.24
830.81

831.13

831.14

831.49

831.73

831.94

832.17

832.40

832.64

832.76
832.83

832.03

831.79

831.95

832.77
832.91

832.69

832.80

832.98

832.79

832.84

832.62

832.40

832.18

831.95

831.73

831.49

831.27

831.26

830.81

830.89
831.08

831.11

830.93

832.92

832.95

830.74

830.69

830.77

830.83
831.06

831.26

831.24

831.24

831.25
831.18

831.04

830.82

831.05

831.05

831.04

831.93

831.93

831.70

831.70

831.24

831.17
831.17

832.61

832.58

830.74

830.69

830.82

830.80

832.64
832.64

832.64

832.23
831.98

831.37
831.42831.47831.74

832.29

832.48

830.85

830.81

830.68830.76

830.76

830.79

829.84

832.53

832.69

832.75

832.81832.84

832.85

833.36

833.07
832.82

833.35

833.06

833.06

833.33

833.28

833.28

833.37

833.06

832.71

832.67

833.93

833.77

833.33

836.28

836.27

836.25
836.26

836.25
836.26
836.27836.28

836.29

836.47

836.49

836.51

836.24

836.25 836.25
836.25

836.25
836.26

836.26

836.27
836.45

836.45

836.25

836.25

836.25

836.24

836.22

836.23

836.24

836.25

836.25

836.25

836.28

836.27
836.27

836.29

836.47

836.27
836.27

836.25

836.25

836.26

836.24

836.25

836.26

836.25

836.27

836.44

836.25

836.24

836.25

836.25

836.25

836.25

836.24

836.25

836.47

836.43

836.45

836.45

836.47

836.42

836.26
836.26836.25

836.27
836.27
836.27

836.46

836.27

836.27

836.41

836.45

836.45

836.46

836.49

836.50

836.53

836.33
836.33

836.35836.34

836.33

836.32
836.53

836.53836.32

836.33836.31
836.33
836.34
836.34

836.53

836.51

836.54

836.58

833.73

833.69
833.67

833.51

833.50
833.27

833.76
833.75
833.55

833.57

833.89

830.82

830.80

831.52

831.32

831.34

831.52

831.47

831.50

831.52

830.91

831.75

831.75

831.98

831.98

832.65

832.65

832.88

832.89

832.82

832.79

830.74

830.74

830.75

830.74

830.64

830.70830.70

830.72

832.77

832.91

831.33

831.32

831.33

831.34
831.23

831.23

831.47

831.17

831.14

831.57

831.55

831.79

831.79

832.68

832.68

833.65

832.91

833.91

833.75

833.72

833.71

833.71

833.41

833.45

833.57

833.59

833.57
833.56

833.57

833.55

833.32

833.31

833.30

833.12

833.25

833.34

833.41

833.63

833.63

833.69

833.07
833.07

833.07

833.08

833.09
833.09

833.11

833.11

833.11

833.11

833.12

833.12

833.13
832.77

833.12

833.13

833.11

833.11

833.13

832.81

832.51

835.67

835.67
835.44

835.44

835.21

835.21

834.53

834.52

834.29

834.29
834.06
833.84

833.13

833.61

833.63

830.72

830.74

830.71

830.76
830.73

830.78

830.72

832.08

832.46

832.24 832.19

832.60

833.73

833.62

833.58

833.56

833.63

833.72

833.42

833.37

833.34

833.39

833.13

833.13

832.68

832.82

833.12

833.13
832.75

833.12

833.13

833.72

833.62

833.58

833.37

832.90

832.69

832.47

832.47

832.62

832.76

832.81

833.12
832.67

832.63

832.74

832.90

832.79
832.78

832.84

833.16

832.66

832.71

833.80

834.72

834.72

834.49

834.48

835.03
835.36

835.27

834.20

834.58

834.52

834.54

834.55

834.82

835.04

835.47

835.31

835.37

835.32

835.44

835.38

835.46

835.49 835.46

835.37

835.44

834.99

834.90

835.19

835.55
835.95

836.01

835.95

835.96

835.70

835.18 835.27

835.42

835.88

834.48

836.50

833.76

833.54

833.85

833.95

834.39

834.99

835.13 835.39

835.61

835.49

835.10

835.33

834.87

834.50

834.17

833.99

833.82

833.92

835.76

834.84

834.18

834.16

834.45
834.59

834.36
834.16

834.27

834.55

834.33

834.19

834.48

834.54

834.55

834.93

834.93
835.05

835.50

835.42

835.46

835.50

835.51

835.47

836.15

836.26

836.24

836.22

836.20

836.12

835.05

835.20
834.55834.46

834.40

834.07

833.64

833.24

831.89

831.48

831.03

830.80

830.80

830.73

830.73

830.74

830.72

830.74

831.06

831.75

832.07

832.03
831.94

832.14

832.64

831.28

830.96

830.71

830.73

830.73

830.73

830.79

833.56
833.57

831.49

831.48

831.33831.31

831.05

831.00

830.76

830.79

830.88

831.50

832.23

832.46

832.61

832.95

832.99

832.67

832.48

832.99

832.93

833.09

833.22

833.59

834.20

834.53

834.76

831.50

832.16

832.37

832.29

832.54

832.82832.60

831.92

831.62

831.21

836.25

Φ
10
00

物置
C
C
C

C

C
IB

V

汚
E E

IB

E IB

C
C

C

C

C

C

C
C
C
C

C

C

物置

物置

物置

T

電気
E

電気
E

ジャカゴC

CC

C C

C

C C C
C

C
C

物置

案

C
C

C
C
C

橋

駐車場舗装・区画線更新

階段のユニバーサル化（全階段共通）

【手摺(両側)、視覚障害者誘導用ブロックの設置】

湖畔遊歩道の整備

駐車場舗装・区画線更新

【身障者用駐車ますの基準適合、大型車と小型車の整序・適正化】

スロープの整備

広場整備【滞留スペースの確保】

情報発信施設の整備

情報発信施設の整備

サインのユニバーサル化（全サイン共通）

【多言語化等】

湖畔広場の整備

（船津浜駐車場）

（林作公園）

湖畔遊歩道の整備

河口湖畔駐車場　計画平面図（分割①）
富士河口湖町観光振興・防災拠点整備に係る官民連携手法導入検討調査0 100（ｍ）

S=1:1000（A3）
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】

広場整備【滞留スペースの確保】

情報発信施設の整備

スロープの整備

湖畔遊歩道の整備

駐車場舗装・区画線更新

【身障者用駐車ますの基準適合、大型車と小型車の整序・適正化】

階段のユニバーサル化（全階段共通）

【手摺(両側)、視覚障害者誘導用ブロックの設置】

サインのユニバーサル化（全サイン共通）

【多言語化等】

（平浜駐車場）

河口湖畔駐車場　計画平面図（分割②）
富士河口湖町観光振興・防災拠点整備に係る官民連携手法導入検討調査0 100（ｍ）

S=1:1000（A3）
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駐車場舗装・区画線更新

【身障者用駐車ますの基準適合】

【多言語化、情報発信機能の構築等】

サインのユニバーサル化（全サイン共通）

精進湖駐車場　計画平面図
富士河口湖町観光振興・防災拠点整備に係る官民連携手法導入検討調査0 50（ｍ）

S=1:500（A3）

5 25
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駐車場舗装・区画線更新

【身障者用駐車ますの基準適合】

【多言語化、情報発信機能の構築等】

サインのユニバーサル化（全サイン共通）

本栖湖駐車場　計画平面図
富士河口湖町観光振興・防災拠点整備に係る官民連携手法導入検討調査0 50（ｍ）

S=1:500（A3）
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3-2. 要素事業の法的規制の整理 

事業の内容から、関連する法的規制の一覧を下表に示す。 

 

表 3.2 関連法規一覧表 

法令 最終改正 

都市計画法 Ｈ27.6.26 

自然公園法 Ｈ26.6.13 

河川法 Ｈ27.5.20 

駐車場法 Ｈ23.12.14 

建築基準法 Ｈ27.6.26 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 Ｈ26.6.13 

 

特に河口湖駐車場は、自然公園法による国立公園特別地域（第 2 種特別地域）内にあり、

建築物や工作物の規制を受ける。 

さらに、河川区域であるため、河川法の規定から河川敷地占用許可準則が適用され、占用

許可を受けることとなる。この占用許可については、平成 23年 4月 1日施行で河川敷地占用

許可準則の一部改正が行われており、河川空間のオープン化を図り、都市及び地域の再生等

に資するため営業活動を行う事業者等による河川敷地の占用が可能となっている。 

 

※次頁以降に自然公園法及び河川法の関連事項を示す。 
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■自然公園法 

自然公園法における国立公園特別地域においては、以下に示す１～17 号の規制を受ける。 

 

表 自然公園法に基づく特別地域内の許可行為と権限区分 

地種

区分 
自然公園法第２０条第３項 各号 

許可基準 

（自然公園法施行規則第１１条） 

特 
 

別 
 

地 
 

域 

第 1 号 工作物の新築、改築又は増築   

 

（1）建築物 第１項 仮設の建築物 

（2）車道 第２項 
居住者などの特例の建築物 

（住宅、店舗併用住宅） 

（3）分譲地等の道路又は上下水道施設 第３項 農林漁業用建築物 

（4）屋外運動施設 第４項 分譲地等内の建築物 

（5）風力発電施設 第５項 基準日前の分譲地等内の建築物 

（6）その他の工作物（仮設） 第６項 第１～５項以外の建築物 

（7）その他の工作物 第７項 車道の新築 

第２号 木竹の伐採 第８項 車道の改築、増築 

第３号 木竹の損傷 第９項  

第４号 鉱物の採取、土石の採取 第 10 項  

第５号 水位、水量の増減 第 11 項  

第６号 汚水等の排出 第 12 項  

第７号 広告物の設置 第 13 項  

第８号 指定物の集積、貯蔵 第 14 項  

第９号 水面の埋立、干拓 第 15 項  

第１０号 土地の形状変更 第 16 項 露天掘り以外 

第１１号 高山植物等の採取、損傷 第 17 項 露天掘り 

第１２号 指定植物の植栽、種子まき 第 18 項  

第１３号 指定動物の捕獲、殺傷等 第 19 項  

第１４号 指定動物の放牧 第 20 項  

第１５号 工作物等の色彩変更 第 21 項  

第１６号 指定区域への立ち入り 第 22 項  

第１７号 指定区域での車馬の使用等 第 23 項  
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■河川法 

平成 23 年 4 月に施行された、河川敷地占用許可準則の一部改正の概要及び準則を示す。 
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河川敷地占用許可準則（新） 
平成２３年３月８日

第四章  都市及び地域の再生等のために利用する施設に係る占用 の特例 
 
（都市・地域再生等利用区域の指定等） 
第二十二 河川管理者は、都市及び地域の再生等のために利用する施設が占用することができる河川敷
地の区域（以下「都市・ 地域再生等利用区域」という。）を指定することができる。 
 
2 可川|管理者は、都市・地域再生等利用区域を指定するときは、併せて当該都市・地域再生等利用区
域における都市及び地域の再生等のために利用する施設に関する占用の方針（以下「都市・地域再生等
占用方針」という。）及び当該施設の占用主体（以下「都市・地域再生等占用主体」という。）を定める
ものとする。 
 
3 都市・地域再生等占用方針には、次に掲げる施設のうちから、 当該都市・地域再生等利用区域にお
いて占用の許可を受けることができる施設及びその許可方針を定めるものとする。  
ー 広場 
二 イベント施設 
三 遊歩道 
四 船着場 
五 船舶係留施設又は船舶上下架施設（斜路を含む。） 
六 前各号に掲げる施設と一体をなす飲食応、売庖、オープン カフェ、広告板、広告柱、照明・音響
施設、キャンプ場、パーベキュー場、切符売場、案内所、船舶修理場等 
七 日よけ 
八 船上食事施設 
九 突出看板 
十 川床 
十ー その他都市及び地域の再生等のために利用する施設（これと一体をなす第六号に掲げる施設を含
む。） 
 
4 都市・地域再生等占用主体には、次に掲げる者のうちから、当該都市・地域再生等利用区域におい
て占用の許可を受けることができる者を定めるものとする。 
一 第六に掲げる占用主体 
二 営業活動を行う事業者等であって、河川管理者、地方公共 唱 E 閏体等で構成する河川敷地の利用
調整に関する協議会等にお いて適切であると認められたもの 
三 営業活動を行う事業者等 
5 何川管理者は、都市・地域再生等利用区域の指定（都市・地域再生等占用方針の策定及び都市・地
域再生等占用主体の指定を含む。第 7 項において同じ。）をしようとするときは、あらかじめ、河川管
理者、地方公共団体等で構成する河川敷地の利用調整に関する協議会等の活用などにより地域の合意を
図らなければならない。 
 
6 都市・地域再生等利用区域は、都市及び地域の再生等のために利用する施設が当該河川敷地を占用
することにより治水上又は利水上の支障等を生じることがない区域でなければならない。 
 
7 河川管理者は、都市・地域再生等利用区域の指定をしたときは、その旨を公表するものとする。 
 
（都市及び地域の再生等のために利用する施設の占用の許可） 
第二十三 河川管理者は、都市・地域再生等利用区域においては、第五第 1 項の規定にかかわらず、都
市・地域再生等占用主体が占用の許可を申請した場合において、当該占用が、都市・地域再生等占用方
針及び第八から第十一までの基準に該当し、かつ、 都市及び地域の再生等並びに河川敷地の適正な利
用に資すると 認められるときには、占用の許可をすることができる。 
 
（占用の許可の期間） 
第二十四  占用の許可の期聞は、第二十二第 4 項第一号に掲げる者が都市・地域再生等占用主体とな
る占用にあっては十年以内、同項第三号及び第三号に掲げる者が都市・地域再生等占用主体となる占用
にあっては三年以内で当該占用の態様等を考慮して適切なものとしなければならない。 
 
（占用者以外の施設利用） 
 第二十五 第二十二第 4 項第一号に掲げる者が都市・地域再生等占用主体となる占用にあっては、そ
の占用施設を営業活動を行う事業者等（以下「施設使用者」という。）に使用（第三十三第 3 項各号に
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掲げる施設の設置を目的とする使用を含む。以下、この章において同じ。）をさせることができるもの
とする。 
2 河川|管理者は、前項の規定により第二十二第 4 項第一号に掲げる者に対して、施設使用者に占用施
設の使用をさせることを含む占用を許可する場合には、次の各号に掲げる条件を付すものとする。 
一 施設使用者に占用施設の使用をさせる場合には、使用契約を締結し、当該施設使用者を適切に指導
監督すること。 
二 施設使用者に占用施設の使用をさせることにより施設利用料を得る場合には、その収入を当該占用
許可を受けている河川敷地における施設の維持管理及び良好な水辺空間の保全、 創出を図るための費
用に充てること。 
三 施設利用料の徴収及び活用状況を、河川管理者に、年一回以上で河川管理者が定める回数報告する
こと。 
3 第 1 項の規定に基づき、第二十三の占用の許可を受けた第二十二第 4 項第一号に掲げる者（以下「公
的占用者」という。）が施設使用者に占用施設の使用をさせる場合には、当該公的用者は、使用契約を
当該施設使用者と締結するとともに、その内容を河川管理者に報告しなければならない。 
 
4 公的占用者は、使用契約を締結するときは、占用施設の使用の具体的内容（使用する占用施設の概
要を含む。）、契約期間、施設利用料、施設の撤去に関する事項その他の必要事項を契約の内容とするほ
か、次の各号に掲げる条件を付すものとする。 
 
一 施設使用者による使用は、契約の内容に従って適切に行うこと。  
二 施設使用者は、公的占用者の指導監督に服すること。 
三 施設使用者が取得する工作物の設置等の許可の状況によって、契約を変更し、又は無効とすること。
四 施設使用者による使用が関係法令若しくは契約内容に違反し、若しくは著しく不適切である場合又
は河川工事その他の公益上やむを得ない必要がある場合には、公的占用者の意思表示により契約を解除
できること。 
 
5 施設使用者による占用施設の使用が法又は許可条件に違反している場合その他必要があると認めら
れる場合には、河川管理者又は前川監理員は、次の各号に定めるところにより法第 7 5 条又は第 7  7 
条等に基づき必要な措置をするものとする。 
 
一 公的占用者に対しては、施設使用者に対する指導監督に関 する指示、占用の許可の取消し等の監
督処分等を状況に応じて適正に実施すること。 
二 施設使用者に対しては、行為の中止、工作物の除去等の指示、監督処分等を、状況に応じて適正に
実施すること。 
 
（通則の適用） 
第二十六 第五第 2 項から第 4 項まで、第十二第 2 項、第十三及び第十四の規定は、第三十三の規定
による占用の許可について適用する。 
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3-3. 事業費及び利用可能な補助制度 

(1) 事業費 

河口湖駐車場については計画平面図、本栖湖駐車場及び精進湖駐車場については測量図に

よる駐車場面積を基に、概算事業費を算出する。また、概算工事費の算出にあたっては、同

種事業の実勢価格等に基づいて算出する。 

 

1) 河口湖駐車場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 精進湖駐車場 
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3) 本栖湖駐車場 
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(2) 利用可能な補助制度 

主に下表に整理する補助制度について整理する。 

表 3.3 関連補助制度 

補助制度 主体 

社会資本整備総合交付金他（都市再生整備計画事業 etc.）、国土交

通省補助金 

国土交通省 

富士の国やまなし観光振興施設整備補助金 山梨県 

美しい県土づくり推進事業 

（世界文化遺産の景観形成、眺望ポイント整備） 

その他関連する補助事業について、併せて整理する。 

 

1) 社会資本整備総合交付金 

社会資本整備総合交付金は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金

に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金とし

て平成 22年度に創設された。 

町内の県営駐車場は山梨県観光部の所管であることから、道路事業等での整備は見込めない

ため、都市再生整備計画事業による交付金の導入が考えられる。 

 

①都市再生整備計画事業 

都市再生整備計画事業は、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を生かした個性あふれる

まちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の

質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的としている。 

市町村が社会資本整備総合交付金の交付を受けるためには、都市再生整備計画を位置づけ

た社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出することが必要となる。 

 

a.対象区域 

対象区域は以下に示す区域のいずれかとなり、当該県営駐車場は破線で示すものに該当する。 

 

 

 

 

 

図 3.4 対象区域 

 

 

 

 

 

 

b.対象事業 
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都市再生整備計画には、基幹事業･提案事業の２つの事業を位置づけることができ、計画期 

間は、概ね３～５年となる。 

県営駐車場は地域生活基盤施設の駐車場に該当する。道路事業と異なり、必ずしも道路区

域である必要がないため、河川区域内の占用施設である河口湖駐車場も対象と成り得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5 基幹事業の例 

 

c.国費率（交付金の額） 

国費率は以下に示す計算式で算定されるが、概ね事業費の４割程度が交付される。 

 

図 3.6 国費率算定式 
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2) 富士の国やまなし観光振興施設整備補助金 

山梨県では、観光立県「富士の国やまなし」の確立を図るため、地域の観光の舞台づくり

に必要と認められる施設を整備する者に対して予算の範囲内で補助金を交付している。 

補助金の交付に関しては「富士の国やまなし観光振興施設整備補助金交付要綱」の定めると

ころによる。以下、要綱を抜粋し整理する。 

 

① 補助金の内容 

a.採択要件（要綱第３条） 

計画的かつ面的な観光施設整備を図る事業で、補助対象事業に要する経

費が 5,000 千円以上であり、次の各号のいずれかに該当すること。 

(1) 自然環境の保全や歴史・文化的環境を活かした生活文化・芸術の香

りあふれる地域づくりにより、観光地の魅力アップを図るもの 

(2) 農山村の活用による参加・体験型観光をはじめ、新たな観光資源の

創出を図るもの 

(3) 県内外の広域観光ルートづくりによる観光地の連携強化､情報提供

の充実を図るもの 

(4) 高齢者等に配慮したバリアフリー化を図るもの 

(5) 国際観光推進のため、外国語併記を図るもの 

(6) 環境配慮型山小屋トイレ施設の改善・整備を図るもの 

(7) 前各号のほか知事が必要と認めるもの 

 

b.補助対象になる施設・事業者 

補助対象事業者（第４条） 補助対象施設（第２条） 

(1) 市町村 

(2) 地域観光振興協議会 

(3) 民間山小屋事業者 

（環境配慮型山小屋トイレ施

設の整備・改善に限る） 

(4) 上記の他、知事が適当と認める

もの 

 公衆トイレ、休憩舎、観光案内所、駐車場、避

難小屋、登山 道及び遊歩道、展望施設（四阿）、

総合案内板 

 ベンチ等休憩施設、広場及び園地、誘導標識類

 環境配慮型山小屋トイレ 

 その他必要と認められる施設 

 

c.補助金の額（第５条） 

補助金の額は、補助対象事業に要する経費の２分の１以内の額とし、予算の範囲内におい

て交付する。 

補助金の限度額は一つの事業当たり 10,000 千円とする。 

 

d.補助対象施設の施設要件（第６条、別表第２） 

補助対象施設の要件について、別表第２を次頁に示す。なお、補助金の交付の対象となる

施設は、下表に定める要件のいずれかに合致するものであること。 
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表 3.3：要綱別表第２（要綱より転載） 

 

② 条件の照らし合わせ 

a.採択要件 3-3.(1)事業費≧5,000 千円 ＯＫ 

b.補助対象施設 

 公衆トイレ、休憩舎、観光案内所、駐車
場、遊歩道、総合案内板 

 ベンチ等休憩施設、広場及び園地、誘導
標識類 

該当施設有り

d.補助対象施設 
の施設要件 

上記施設について別表第２を確認 別表第２参照

 

上表より、県営駐車場にて実施する事業については補助対象となる可能性が十分考えられる。
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3) 美しい県土づくり推進事業 

山梨県における多様で豊かな自然や貴重な歴史文化的資産を県民共有の財産として大切に

守り育て、後世に継承していくため、県だけでなく、市町村、事業者、住民、NPO などがそれ

ぞれの役割に応じ、協働しながら継続的に美しい県土づくりに係る事業を実施していく。 

県では景観形成支援事業補助金として２種類の補助制度（①景観形成モデル事業、②世界文

化遺産景観形成支援事業）を用意しており、富士河口湖町内の一部地区は既に両事業の対象と

なっている。 

 

① 景観形成モデル事業（平成 23～27 年度：終了） 

景観形成の具体的な取り組みの推進を図るため、景観形成をモデル的に推進する地区に

おいて、市町村が実施する修景事業に要する経費、又は住民が実施する修景事業に対し市

町村が補助する経費のうち、予算の範囲内において補助金を交付する。 

 

表 3.4 富士河口湖町で実施済みの景観形成モデル事業一覧 

モデル地区名 事業年度 実施方針 

河口地区 H24-25  河口浅間神社のシンボル性や歴史景観と調和したまち並みの形成
を図る。 

 御師集落の面影を感じさせる家並みや道すじの景観形成を図る。 
 公の空間と私の空間の景観的な親和性をつくる。 

本栖地区 H25  素晴らしい景観と雄大で豊富に残っている本栖湖の自然を守る。 
 恵まれた自然環境を活かし、本栖湖畔における野営、運動及び水辺
レクリエーション（釣りとレジャーボート・ウィンドサーフィン・
カヌー）、散策等自然とのふれあいを進める。 

 単に、春から秋にかけてだけではなく、年間を通して、老若男女を
問わず全ての観光客が等しく楽しみ、単に通過するだけではなく、
快適な宿泊を伴う滞留を目指す。 

 引き続き、動力船の乗り入れを禁止するとともに、湖畔の人工物は
必要 小限の規模とし、景観に配慮し本栖湖と富士山の景観を阻害
しないものとする。 

精進地区 H25  富士山と精進湖の眺望や自然景観を保全する。 
 周辺自然景観に調和した街並みとする。 
 明日の富士五湖創造会議のルールを遵守するとともに、湖畔の美し
い景観を維持し、魅力を高める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.7 本栖地区事業 ボート発券所の修景 
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② 世界文化遺産景観形成支援事業 

世界文化遺産「富士山」の適切な保存管理を行うため、世界文化遺産構成資産、緩衝地

帯及び保全管理区域に該当する区域において実施する世界文化遺産景観形成支援事業に

要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。 

①の補助対象となっている事業は、本事業に移行して継続中となっている。なお、本事

業の詳細を示した世界文化遺産景観形成支援事業補助金交付要綱は平成31年 3月 31日限

りでその効力を失うこととなっている（補助金の効力は継続）。 

 

表 3.5 富士河口湖町で実施中の世界文化遺産景観形成支援事業一覧 

地区名 事業年度 実施方針 

河口浅間神社

地区 
H26- 

景観形成モデル事業に引き続き修景を実施す

る。 精進湖 

東地区・西地区

 

以下、世界文化遺産景観形成支援事業補助金交付要綱の内容を整理する。 

 

a.定義（第２条） 

世界文化遺産「富士山」の適切な保存管理に資する景観形成の取り組みを支援する事業をい

い、「市町村事業」とは、市町村に帰属する物件等の修景等に係る事業を、「住民事業」とは、

住民所有の物件等の修景等に係る事業を、「屋外広告物事業」とは、屋外広告物の改善に係る

事業をいう。 

 

b.補助対象経費及び補助率（第３条） 

区

分 
補助対象経費 補助率等 

市
町
村
事
業 

 公共施設の修景、緑化及びモニュメ

ントの設置 

 景観に配慮した公共サインの整備 

 景観を楽しむための広場や休憩施設

等の整備 

 景観阻害物件の除却 

 修景計画策定に必要な調査、デザイ

ン設計等の委託業務 

 その他良好な景観形成に資すると認

められる事業 

補助率：補助対象経費の 1/2 以内

限度額：１地区 200 万円以内 
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住
民
事
業 

・建築物及び工作物の外観修景又は除

却 

・桟橋の統合、外観修景又は除却及び

発券所等の外観修景又は除却 

・許可基準に合致している自家用屋外

広告物の除却、屋外広告物ガイドライ

ンに沿った外観修景 

・景観阻害物件の除却 

・堆積物件の外観修景又は除却 

・生垣の設置 

・その他良好な景観形成に資すると認

められる事業 

補助率：市町村が補助する額の1/2

以内（但し､補助対象経費の 2/5 を

上限） 

＊街なみ環境整備事業等他の制度

を活用した事業に対して補助を行

う場合、市町村が他の制度の負担

分に上乗せして補助する額の 1/2

以内とする（但し住民負担は補助

対象経費の 1/5 以上）。  

 

限度額：１件 160 万円以内 

＊山梨県景観形成モデル事業費補

助金を交付された事業に対して当

該補助金により補助を行う場合の

限度額は、山梨県景観形成モデル

事業費補助金の交付額を除いた額

とする。 

屋 

外 

広 

告 

物 

事 

業 

・許可基準に合致している自家用広告

物以外の屋外広告物の除却、屋外広告

物ガイドラインに沿った外観修景 

・規制地区指定等に伴い許可基準に合

わなくなった屋外広告物の除却、屋外

広告物ガイドラインに沿った外観修景

又は集約化 

補助率：市町村が補助する額の1/2

以内（但し､補助対象経費の 2/5 を

上限）  

 

限度額：１件 160 万円以内 

 

4) 利用可能な補助制度の整理 

利用可能な補助制度の特徴を以下に整理する。 

 

表 3.6 利用可能な補助制度の特徴一覧 

補助制度 補助額 特徴 

都市再生整備計画事業 事業費の概ね 40％

 関連する事業を計画に含めるこ

とが可能である。 

 計画は複数年にわたる。 

富士の国やまなし観光

振興施設整備補助金 

 

事業費の 1/2 

上限 10,000 千円 

下限 5,000 千円 

 行政だけでなく地域観光振興協

議会も補助対象事業者となる。

世界文化遺産景観形成

支援事業 

事業費の 1/2 以内 

限度額 1,600 千円

～2,000 千円 

 町にて実績有り 

 住民が実施する事業にも補助が

出る。（住民事業） 
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3-4. 一体的な整備運営等、最適な整備運営の課題 

 

(1) 管理運営の現状と課題点の整理 

1) 良好な施設状態の永続的な維持が困難 

 ３県営駐車場は、現状において区画線消失や表層舗装及び観光案内板等の老朽化が進んでい

るが、財政難から良好な施設状態を永続的に維持することが困難となっている。特に、利用

者の多い河口湖駐車場において顕著である。 

 

2) 観光客の満足度の低下（常駐管理者の不在） 

 利用者アンケートによると河口湖駐車場における遊覧船及びボート業者の場内誘導に不満

の指摘が多く見られる。しかしながら、この場内誘導は、大型車と小型車が混在する駐車桝

の配置に起因しており、円滑な施設利用に配慮して遊覧船及びボート業者が善意で誘導して

いるが、駐車場管理者ではないため、一部の観光客の満足度を低下させることに繋がってい

る。 

 一方で、常駐管理体制を確保することは、財政状況が厳しい折、困難となっている。 

 

3) 周辺観光施設（ホテル、土産物店等）の駐車場不足と目的外利用 

 河口湖駐車場の周囲は、古くから宿泊施設や土産物店等の観光施設の集積地であるため、各

施設ともに十分な駐車場が確保されていない。これは、河口湖駐車場に依存してきた側面が

大きいが、結果的に周辺地域における駐車場不足が顕在化している（シーズンピーク時の駐

車場内の混雑や恒常的な利用）。 

 河口湖駐車場は日帰り観光客の立ち寄りを対象に２時間以内の利用を告知しているが、恒常

的な利用や夜間の長時間駐車は目的外利用に該当すると考えられる（利用実態調査では、２

時間未満の駐車が小型車 86.7％、大型車 100％となっている）。 

 なお、精進湖駐車場及び本栖湖駐車場では、周囲の宿泊施設や土産物店が少なく、恒常的な

利用や夜間の長時間駐車はほとんど見られない。 

 

4) ３県営駐車場の連携活用 

 ３県営駐車場では、駐車という基本機能だけでなく、観光案内板の設置による情報提供機能、

さらに近年では、マラソン大会の主会場等としてイベント機能を発現させており、イベント

利用による駐車場の利用促進、さらには地域の観光振興への寄与を示唆している。 

 しかしながら、マラソン大会の開催時期は、河口湖駐車場をベースとする富士山マラソンが

毎年 11 月、近年実績のある本栖湖ファンドレイジングマラソンが 2011 年 10 月、トレイル

ラン精進湖・本栖湖が 2009 年より毎年 10 月頃と、イベントの特性により同一季節で開催

されるものが多く、競合関係にある。そのため、相互に利用調整を図り、３県営駐車場のバ

ンドリング効果を高め、連携活用に転換させることが必要となっている。 

 

5) 観光施設としてのポテンシャル向上 

 ３県営駐車場は、地域における貴重な公共オープンスペースであるが、その利用実態は、季

節較差、曜日較差が大きく、夜間を除き全日満車となるのは限定的である。 
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 一方で、公共ストックの利用促進と観光振興の２つの側面を併せて、駐車場の季節較差、曜

日較差、日較差により生じる空きスペースを活用した観光イベント（屋外イベント）の実施

が考えられるが、運営面での体制が整っていないため、積極的なバンドリングが図られない

状況にある。 

 特に、周辺に観光施設が集積し、地域として観光客の入込が多く、鉄道やバス利用にも便利

な立地状況である河口湖駐車場は、観光イベント活用のポテンシャルが高く見込めるが、河

川区域に位置しているため、占用目的外使用や二重占用の問題から、イベント実施に係る占

用許可申請の手続きに手間が掛かる状況である。 

 事実、現在実施されているイベントは、大企業がスポンサーに付いたマラソン大会だけであ

り、資金力・人材力に乏しい地元観光関連の企業や団体によるイベント実施には、占用許可

申請は大きな制約となっている。 

 

6) 防災・減災施設としての活用 

 ３県営駐車場の立地は、東海地震に係る地震防災対策強化地域、並びに富士山噴火の噴火警

戒レベルに対応した規制範囲に指定されており、駐車場としての機能特性に着目し、発災時

における避難場所や救援救助拠点としての活用が考えられ、精進湖駐車場と本栖湖駐車場は

富士河口湖町地域防災計画において、避難場所の位置づけがされ、避難場所としての運営体

制が構築されている。 

 精進湖、本栖湖駐車場が避難場所に指定されている一方で、河口湖駐車場は地域防災計画上

の位置付けはないが、隣接する国道 137 号と遊覧船桟橋が、それぞれ緊急輸送道路と湖上緊

急輸送路に位置付けられている。 

 河口湖駐車場は既成市街地の外縁に位置し、また緊急輸送道路と湖上緊急輸送路に接続する

関係から、救援救助の活動拠点としての利用に適しているが、常駐管理でないため、発災時

の初動体制の確立が課題となる。 

 

 

以上、管理運営の現状と課題点を整理したが、３県営駐車場の中でも、河口湖駐車場に係る

課題が多く、特に観光施設としてのポテンシャル向上や防災・減災施設としての活用の観点か

らの課題が大きい。したがって、官民連携を図る上で、その実効性を高めるために河口湖駐車

場に優先して取組むことが重要であると考えられる。 
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(2) 管理運営における採算性の検討 

良好な施設状態の永続的維持を図る方法として、駐車場の有料化検討（シミュレーション）を

行う。なお、現状の施設劣化を招いた主因として、維持管理に係る財源不足が背景にあり、官民

連携により、これを解決し、良好な施設状態の永続的維持を図るため、有料化検討では、指定管

理料等の官側支出はないものとし、利用料金収入で収支バランスが図られることを前提とする。 

 

1) 検討条件 

 検討対象は、老朽化が著しく、施設規模の大きな河口湖駐車場とする。 

 支出は、初期投資は除き、施設更新費と駐車場管理費とする。 

 施設更新は、施設の長寿命化に配慮して、主要構造物である舗装を予防保全型管理とし、

計画的更新を実施する。 

 計画的更新の内容は、駐車場の区画線工とアスファルト舗装工・遊歩道等のブロック舗装

工（各工種とも表層打ち替え）とし、計画的更新期間は、補助金適正化法が定める処分制

限期間の 1.2 倍として、それぞれ 6 年、12 年及び 18 年を使用期間とする。なお、階段等

のコンクリート構造物は、耐用年数を考慮して 54 年で全面改築を行うとする。 

なお、事後保全型管理が有利な場合はこれを採用して費用を圧縮し、浮いた予算は連携割

引や駐車料金引き下げにまわすこととする。 

 駐車場管理は誘導等に係る人件費と駐車料金システムの保守・点検費とする。人件費は、

現状の誘導状況を参考に、閑散期（3 カ月）の誘導員等を 4 人/日、繁忙期（2 カ月）を 16

人/日、通常期（7 カ月）を 8 人/日で、日当 7,000 円で算出する。また、駐車料金システム

の保守・点検を年 4 回とし、費用は１回当たり 250,000 円で算出する。 

 現状の厳しい財政状況を踏まえ、指定管理料等による収入はゼロとし、収入は駐車場の利

用料金とする。 

 利用料金のベースとなる駐車台数及び駐車時間は、利用実態調査で得られたデータを基に、

観光入込客数のデータから月別変数を設定し、また平日の利用率は休日の半数と設定する。 
※利用実態調査は 12 月 6 日（日）に実施しているが、調査年の紅葉の遅れ等の状況を踏まえ、過大算出を防ぐ

ため 11 月データとして取り扱う。 

 

 課金は、①トイレ等の立ち寄り利用に配慮して、30 分未満は無料とし、30 分経過後から

課金するケースと、②現行の無料駐車場の考え方を踏襲して２時間までを無料にしたケー

スの２つのケースとする。また、課金により長時間駐車が解消されるものと考え、５時間

以上の長時間駐車は見込まないものとする。 

 以上の条件により、駐車場管理費と施設更新費用の合計が担保される料金設定を行う。な

お、大型車の料金は、小型車の倍額とする。 
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2) 検討結果 

 検討結果は次のとおりで、①の場合は、時間当たり 400 円の料金設定となり、コインパー

キングと同等以下の水準となる（河口湖駅前有料駐車場と同金額）。一方で、②の場合は、

時間当たり 1,300 円の料金設定となり、現実的でない結果となる。 

 なお、駐車場管理費と施設更新費の支出合計の単年度当たりの算出額は約 3,010 万円（内

訳：駐車場管理費 2,200 万円、施設更新費 810 万円）となる。 

 

表 3.7 駐車場有料化検討結果 

 ①30 分以上から 

課金するケース 

②２時間までを 

無料とするケース 

時間料金 400 円/ｈ 1,300 円/ｈ 

 

 

※ 次頁にケース①及びケース②のライサイクルコスト算定グラフを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.10 河口湖駐車場ライフサイクルコスト算定グラフ（ケース①） 

 

 

※ 次頁以降にケース①（30 分以上から課金）及びケース②（2 時間までを無料）の計算根拠資

料を示す。 
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3) 結果考察 

 駐車場周辺の土産物店、飲食店、宿泊業者、遊覧船事業者やボート事業者の中には、駐車

場の有料化について、現状が無料であるため新たに利用料金を課すことが入込客に負の影

響（駐車場利用者の減少）を与えると危惧する声も小さくない。 

 一方で、駐車場の無料化、あるいは２時間までを無料とするケースで、駐車場管理費と施

設更新費の不足分をイベント等による自主事業の収益で賄うことが考えられるが、民間リ

スクが増大するとともに、良好な施設状態の永続的維持の担保が危ぶまれる。 

 したがって、駐車場料金は、30 分経過後から課金するケースを基本とし、連携割引の運用

によって入込客に与える負の影響を低減し、連携割引による収入減額分を自主事業の収益

で賄うこととする。 

 なお、今回の料金収入の試算では、単年度収支での余剰分は、ほとんどないため連携割引

に充当することができない。したがって、連携割引の導入は駐車場料金収入を減少させ、

単年度の支出合計額を割り込むので、不足分を自主事業の収益で賄う必要が生じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.11 連携割引の導入イメージ 

 

（自主事業について） 

 駐車場の有料化検討（シミュレーション）では、収支バランスが図られる結果が得られた

が、有料化による入込客の負の影響を軽減するために連携割引の導入と、これによる収益

不足を賄う自主事業の必要性を考察した。 

 しかしながら、河口湖駐車場は、山梨県が観光駐車場として「地域の観光振興に資するた

めに、観光客の駐車利用に供するために設置した」駐車場であるため、設置目的から自主

事業の制約を受けることが考えられる。さらに、駐車場の設置区域は河川区域内であるこ

とから、収益を伴う自主事業は制限される。 

（万円） 

不足分は自主事業の収益で賄う 
※便宜的に３割を連携割引に充てたケースを例示 

支出合計の単年度額と駐車場料

金収入額がほぼ同額のため、連

携割引の導入により単年度の支

出合計限度額を割り込む 

単年度の支出合計限度額を割り

込んだ分（不足分）を、自主事業

の収益で賄う必要が生じる 

自主事業が実施できる環境を整

えることが必要（収益を伴う自主

事業の制限の緩和） 

※留意事項：今回の有料化検討の条件

は、1 回の利用実態調査データに基づい

ており、確実性が低く、場合によっては、

十分な駐車場料金収入が得られる可能

性もある。この場合には、自主事業の必

要性が収益面からは小さくなるが、観光

振興の観点からは自主事業の地域活性

化に果たす役割は大きく、自主事業の実

施促進を図り、課金額を減額する、ある

いは広報や施設の高質化等の還元事業

を実施するなどの展開に留意する
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 したがって、山梨県が富士河口湖町に駐車場を移管する際に、両者が協調して観光駐車場

の設置目的の見直しを行い、自主事業の展開が可能となるように整えるとともに、さらに

河川占用の制度を活用して、収益を伴う自主事業の制限を緩和することが必要となる。 

 また、自主事業の実施にあたっては、駐車場管理者自らが自主事業を実施することはその

負担が大きくなることが懸念されるため、地元の民間活力を取り入れて協力体制を構築す

ることが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.12 自主事業の実施イメージ 
 
 

 自主事業の例を参考として次に示す。なお、自主事業は、駐車場利用の日較差や季節較差

を利用して、駐車場内で仮施設により実施することを前提に、比較的短期的なものを示し

ている。 

 なお、短期的な自主事業については、近隣（類似）の事例を考慮して、県や町がマッチン

グするとともに、恒常的（常設的）な自主事業（飲食店・売店・オープンカフェ・バーベ

キュー場・自動販売機・レンタサイクル等）については、駐車場管理者が地元民間活力の

協力体制を活用して実施していくことが考えられる。 

  

場所の提供・調整に係る料金徴収
は、町都市公園条例を参考にする
ことが考えられる。
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  自主事業の例（アイデア） 

自主事業 内容 

富士河口湖産業祭り 

 

町内で生産される農作物・畜産物・商工業製品を広く紹介し、販売をはじめ、模擬店

や無料イベントを実施 

  

朝市・夕市 周辺の宿泊観光客を対象に、日較差を利用して、朝夕の空間的に余裕がある時間

帯に、採れたての地元農作物を販売（産直） 

  

富士山麓グルメフェア 観光客を対象に、季節較差を活かして、休日に富士山麓のＢ級グルメの祭典を開催 

  

がらくた市 町民参加のフリーマーケット、古道具等の骨董をテーマにするなど、観光客（特に外国

人）が楽しめるイベント 

  

  

町が有するイベン
トノウハウを活用し
て開催する。 

観光旅館街で人
気のあるイベント。
地元商店街や農
協の協力を得て
開催する。 

近年、最も集客
力及び収益力の
あるイベントの一
つ。 
県内では県営小
瀬スポーツ公園
で毎年実施され
ており、県が有す
るノウハウを活用
して開催する。 

NPO 団体が主催
するケースが多
い。 
山梨県では NPO
との協働マッチン
グフォーラムを実
施しており、これ
を活用することが
考えられる。 
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自主事業 内容 

クラシックカーイベント クラシックカーの展示、タイムラリーのイベント 

 

湖上イルミネーション 湖上に浮かべた電飾により夜を演出、休日には模擬店や無料イベントを実施 

係留熱気球体験 季節較差を活かして、気球体験を行う。富士山と河口湖を上空から眺望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐車場を利用し
たイベントでは一
般的な催しで、集
客力が高い。 
富士山麓でしばし
ば開催される。 

河口湖畔の特性
を活かせるイベン
ト。 
遊覧船やモータ
ーボート、スワンボ
ートを電飾するこ
とが考えられる。 

駐車場等のオー
プンスペースで実
施するイベントで
は、人気が高い。 
時間が限られた
外国人団体客を
対象とすることが
考えられる。 
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3-5. 官民連携による管理運営方針の検討 

管理運営の現状と課題点の整理で述べたとおり、管理運営面での課題に共通する事項として、

管理運営体制の構築が必要不可欠である。特に、駐車場の老朽化対策や場内誘導、適正利用の

管理等、さらにバンドリング効果を高める３県営駐車場や他の観光施設との連携と、駐車場の

イベント活用による観光施設としてのポテンシャル向上、さらには東海地震や富士山噴火に備

える防災・減災対策の課題に取組み、３県営駐車場の維持更新と機能付加による一層の活用を

図るために、３県営駐車場の間接的な受益者である地元の観光事業者等との官民連携手法の導

入が考えられる。 

そして、官民連携手法の導入を実効性の高いものとするために、まず河口湖駐車場から取組

むことが考えられる。 

 

(1) 官民連携手法導入の前提条件 

河口湖駐車場は、河川区域内に位置しており、河川敷地占用許可準則の適用施設であり、現

状の占用の枠組みでは新規の収益事業が認められない。 

そして、前項で検討した「管理運営における採算性の検討」において、収益を伴う自主事業

に係る制限を緩和することが、官民連携手法を導入するにあたり必要である結果となっている

が、河川敷地占用許可準則が大きな制限となっている。 

しかしながら、平成 23 年 4 月 1 日に河川敷地占用許可準則が一部改正され、『営業活動を行

う事業者等による河川敷地の利用を可能』にするための特例を追加し施行されている。 

この特例の適用を受けると現状の占用の枠組みに比較して、占用施設や占用主体をあらかじ

め指定することが可能となり、手続きの簡素化が図られるとともに、営業活動が可能となるた

め、駐車場を活用した収益事業の実施が制度上容易となる。 

したがって、河口湖駐車場の官民連携手法導入にあたり、この特例を活用して、ボート事業

者及び遊覧船事業者と一体となった官民連携事業のスキームを構築する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
図 3.13 占用特例の仕組みと留意事項 

区域指定の公表 

富士河口湖町 

河川管理者（山梨県）

占用許可 

「都市・地域再生等占用主体」の決定 

 

公的占用者が営業活
動を行う事業者等を施
設使用者として選定し、
使用契約を締結して占
用施設を使用させること
が可能

「都市・地域再生等利用区域」の指定 

 

観光振興に資する自主
事業（観光イベント）を占
用方針として明確化す
ることが可能 
これにより、駐車場を活
用した収益事業の実施
が容易となる 

利用区域は河川区域内に指定する。
 駐車場だけでなく、ボート事業者や遊覧船事業者の
占有物件を包括する利用区域とする。 

 さらに、水面を利用した自主事業（観光イベント）を
考慮して、湖岸からある程度の水面を含めた利用
区域とする。

「都市・地域再生等占用方針」の策定 

占用の許可を受けることができる施設に「駐車場」や
「交通結節施設」の明記がないため、「その他都市
及び地域の再生等のために利用する施設」として位
置づける。 

 さらに、駐車場での自主事業を可能とするため、「イ
ベント施設」としての機能兼用についての方針を明
記する。 

 なお、林作公園や遊歩道、桟橋等を併せて位置づ
ける。 
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(2) 官民連携の事業スキームの設定 

官民連携の事業スキームは、河口湖駐車場が河川占用物件であるため、河川敷地占用許可準

則の特例の仕組み（下記①～③）を活かして、河川敷地の利用調整に関する協議会を母体にし

て、下図に示すとおり設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

① 富士河口湖町は、山梨県（河川管理者）と調整し、河川敷地の利用調整に関する協議会を

構成し、「都市・地域再生等利用区域」の指定を行う。この際、協議会に駐車場周辺の事業

者等の参画を図り、地域住民の合意形成を図る。 

 

② 河川敷地の利用調整に関する協議会において、広場、イベント施設、遊歩道、船着場、船

舶係留施設（桟橋）、その他都市及び地域の再生のための施設（駐車場・バス停等の交通結

節施設）と、これらと一体をなす切符売場、案内所、広告板、自動販売機等の占用許可を

受けることができる施設名を定め、施設共通又は施設毎の特性等を踏まえた占用の許可を

可能とする要件、付すべき許可条件の考え方を許可方針として、「都市・地域再生等占用方

針」として定める。この許可方針には、観光施設としてのポテンシャル向上、防災・減災

施設としての活用等を付すべき許可条件の考え方（共通の方針）を明記する。

図 3.14 官民連携の事業スキーム

※河口湖駐車場の官民連携を優先し、段階的に３駐車場を包括拡大する 
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③ 河川敷地の利用調整に関する協議会において、適切と認められる営業活動を行う事業者を

「都市・地域再生等占用主体」として決定する。 

なお、河口湖駐車場は公的施設であるため、駐車場部分の占用主体は公的占有者となるこ

とが規定される。 

 

④ 山梨県（駐車場管理者）は、３県営駐車場の常駐管理体制の構築と連携活用、観光駐車場

としての更なる利用促進を図るため、富士河口湖町に３駐車場の移管を行う。この移管時

期は、上記③のタイミングで行うことが望ましい。 

 

⑤ 河口湖駐車場の公的占用者は、「都市・地域再生等占用主体」となるボート事業者及び遊覧

船事業等の営業活動を行う事業者に対して、場内誘導や清掃等の常駐管理体制の確保、観

光施設としてのポテンシャル向上、防災・減災施設としての活用等を管理・運営方針とし

て、指定管理者制度により代行させる。 

 
 

【適正な指定管理者の選定に向けて】 

河口湖駐車場は、ボート事業者や遊覧船事業者との関係が深く、一体的な施設利用が

行われており、また駐車場内の誘導や清掃活動等が各事業者により行われている実態が

ある。したがって、指定管理者の適正の観点から、以下の点に十分配慮することが必要

である。 

 官民連携導入の実効性を高めるために、ボート事業者及び遊覧船事業者等の占用

主体との一体化管理が図られること 

 地域の観光振興に係る行事等に参加し主体的な協力が可能であること、また自主

事業の展開において地域と協働して実施することが可能であること 

 大規模災害時において、速やかな初動対応が可能であること 
※ ボート事業者及び遊覧船事業等の営業活動を行う事業者を指定管理者とすることを想定してい

るが、これら事業者の参画が得られない場合には、上記適正方針を踏まえ指定管理者の公募を
行うものとする。 

 

⑥ 営業活動を行う事業者は、３県営駐車場の間接的受益者であり、かつ地域の観光振興の担

い手である観光協会等を加えた団体に段階的に拡大し、３県営駐車場等の連携活用を管

理・運営方針に加えて、指定管理者制度により包括的に代行させる。 

なお、 終的には３県営駐車場を包括的なスキームに組み込み、周遊ルートの設定等の連

携を考慮した管理体制を構築していく。 
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第４章 防災機能に係る官民連携スキームの検討 

 

富士河口湖町では、東海地震や富士山噴火を想定し、また観光客の入込に配慮し、町内の公共

建築物や公共のグランド等を避難場所、避難所として指定している。一方で、自衛隊や消防隊等、

あるいは TEC-FORCE 等の救援救助に係る部隊展開場所は不足しており、部隊展開の十分な地積を

有している河口湖駐車場は、救援救助の活動拠点として活用することが考えられる。 

 阪神・淡路大震災の教訓では、活動拠点として想定していたオープンスペースの多くが避難者

の流入によって、活動拠点としての利用に支障が生じ、救援救助部隊の展開を断念せざるを得な

い状況が多く生じている。また、阪神・淡路大震災以降の大規模災害の教訓として、自治会や自

主防災組織等住民組織が、避難誘導や避難支援、応急救出、応急復旧等の初動対応を行い、行政

が対応できない部分を地域の共助により、減災が図られた好例が多く報告されている。 

 防災機能に係る官民連携スキームの検討にあたっては、活動拠点の円滑な利用と地域の共助力

の向上を図る観点に留意する。 

 

4-1.平時及び災害時の事業内容の整理 

(1) 平時における防災対応 

平時の防災対応は、災害発生時の対応のための準備を行うことが重要となり、具体的な

内容を次のとおり整理する。 

 

表 4.1 平時における防災対応 

項 目 概  要 

災害時対応マニ

ュアルの準備 

 災害時の対応についてマニュアルを作成する。 

 マニュアルは、管理職員の勤務時間内と勤務時間外（夜間）に分けて

準備する。 

防災訓練の実施  災害時対応マニュアルに基づき、防災訓練を実施する。 

 防災訓練での課題や気づきについて、マニュアルにフィードバックし

改訂を図る。 

 防災訓練は、災害コミュニティの形成に寄与させ、地域の共助力との

連携強化を図るために、周辺の自主防災組織の参画を図り実施する。

外国人観光客へ

の対応準備 

 外国人観光客の多い施設特性を踏まえ、避難誘導のためのピクトカー

ドや多言語シール等の外国人用の防災ツールを準備する。 

危険個所の把握  大規模災害時において、被災する恐れのある施設や箇所について、日

常の施設点検等により予測・想定を行い、発災時の安全確保の方法（施

設点検の優先順位、応急復旧の方法、バリア設置による安全確保等）

について予め準備する。 
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(2) 災害時における防災対応 

災害時における防災対応について、前項で示した災害時対応マニュアル（案）を作成し、

整理するものとする。 

1) 災害時対応マニュアル（案）作成にあたっての条件整理 

① 時間帯別の施設現況の設定 

 時間帯別の施設現況は、官民連携事業により施設管理者（誘導員）が常駐して

いる前提で、次のとおり設定する。 

A) 勤務時間内の施設現況 

B) 勤務時間外の施設現況 

イ) 閑散期の施設現況 

ロ) 繁忙期の施設現況 

表 4.2 時間区分と施設現況 

 イ）閑散期 ロ）繁忙期 

A)勤務時間内 
8:00～17:00 

・ 誘導職員等 4 名 ・ 誘導職員等 16 名 

・ 駐車場は、利用に対する十
分な空間的余裕がある。 

・ 昼食時に外国人の団体利
用が集中する。 

・ 駐車場はほぼ満車となり、場内
路も車列が生じて混雑。 

・ ピーク時には接続する国道 137
号に入庫車両の影響がある。 

・ 家族連れや外国人が多く、周
辺観光施設の利用頻度上昇。 

B)勤務時間外 
17:00～8:00 

・ 職員不在 ・ 職員不在 

・ 駐車場は 24 時間営業。 
・ 料金ゲートを限定して運

用。 
・ 状況は閑散期とほぼ同じ。 

 

  ★ 時間帯別の施設現況から捉えた発災時の留意事項 

   ○ 誘導職員等の不在時における人員の確保 

   ○ 施設利用者の安全確保及び誘導（特に外国人への対応） 

   ○ 災害時利用（活動拠点利用）への機能転換に伴う対応 

   ○ イベント主催者の対応（特に規模の大きいマラソン大会等の開催時） 

 

② 想定災害から予測する施設の利用 

a) 駐車場利用者が地震により一部で混乱を起こす。また、周辺の観光施設

等の利用者や住民が避難を始める。 

b) 利用者の数名が場内でケガをし、誘導職員に手当てを求めてくる。 

c) 国道 137 号に避難していた周辺の観光施設等の利用者や住民が、その後

の余震を恐れて場内に避難してくる。 

d) 自動車を使った避難者が場内に避難してくる。 

e) 町職員等が到着する。 

f) 湖面を利用した緊急輸送が始まる。 

g) 消防や自衛隊等の部隊が徐々に到着し、部隊拠点を設営する。 

h) 部隊活動がシステム化され、場内の混乱は沈静化する。 

i) 部隊や広域物資拠点の活動要請がほとんど無くなってくる。 

※勤務時間帯外の場合は e)から
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2) 災害時対応マニュアル(案) 

条件整理の結果を踏まえ、災害時対応マニュアル(案)を次に示す。 

なお、災害時対応マニュアル(案)は、災害規模が も大きくなる東海地震を想定し、施設管理者（誘導員）の勤務時間内外別に整理する。 

 

 

□ 災害時対応マニュアル（勤務時間内 8：00～17：00 の対応案） 

局面 施設状況（予測） 
運営主体 

災害時対応マニュアル（案） 
事前に準備する 

★ハード（備品）と■ソフト 町 
施設 

管理者

～地震発生～ 
【フェーズ１】 

○ 施設利用者

の安全確保 

○  情報の収集 

 

【発災から３時間】 

① 施設利用者が地震によ

り一部で混乱を起こす。

また、周辺の観光施設

等の利用者や住民が避

難を始める。 

② 利用者の数名が場内で

ケガをし、誘導職員に手

当てを求めてくる。 

③ 国道 137 号に避難して

いた周辺の観光施設利

用者や住民が、その後

の余震を恐れて場内に

避難してくる。 

④ 自動車を使った避難者

が場内に避難してくる。 

― ◎ 

01.管理センターに集合※ 
・場内で作業中の職員は、作業を中断し管理センターに集合する。集

合途中で場内の状況を確認する。 

・管理センターの集合者を点呼し、施設利用者の安全確保と場内の誘

導を主目的とした応急体制を発足する。 

 

大規模災害に係る注意情報・予知情報（警戒宣言）が発令し

た場合も、発災直後の対応が速やかに図られるよう、管理セ

ンターに集合し、安全を確保して発災に備える。 
 

□ 拡声器による注意喚起（防災無線による第一報後に実施す

る）。 

□ 管理センターに集まる利用者への対応。 

□ ケガ人の応急手当の実施。 

□ 外国人への対応。 
□ 待機職員や自主防災組織の受入。 

□ 管理センターの応急復旧（停電時は発電機により情報通信機

器の電力確保を優先する、自家発電設備の運転は、電気設備

の確認を行い、火災などの二次災害の恐れがないことを確認

した上で行う） 

★ハンディ拡声器 

★応急救護セット 

★外国人用ピクトカード等 

■イベント主催者に対する災害時対応要請の内容（利

用者誘導及び仮設工作物の緊急撤去） 

■応急手当の方法（救命救護研修） 

■待機職員や自主防災組織の参集方法 

■管理センターの安全点検簿及び応急復旧方法 

★ポータブル発電機（管理センターバックアップ用の

正弦波のハンディタイプを常備、大型は地元建設会

社との協定により調達） 

★腕章・ヘルメット等 

― ◎ 

02.町災害対策本部との連絡（必要に応じて周辺一時避難所等） 

・町災害対策本部に応急体制発足を報告する。 

・周辺の被災状況・避難状況、交通規制等の確認を行う（施設利用者

への情報提供用）。 

・避難誘導先及び避難手段（徒歩、自動車、その他）の確認を行う。

・救援部隊等の到着時刻及び規模の確認、湖上輸送の実施状況の確認

を行う。 

・定時連絡の方法を確認する。 

□ 町災害対策本部との連絡は防災無線（移動局）により実施す

る。※周辺の被災状況や交通規制等の情報が得られない場合

は、自転車等を使い、周辺被災状況及び交通規制の状況を把

握する。 

□ 定時連絡の方法は FAX を基本とし、緊急時に防災無線等を

使用する。 

 

★防災無線（移動局） 

■緊急連絡先・連絡網（情報ネットワーク） 

 

― ◎ 

03.利用者の安全誘導及び災害情報の提供 
・利用者への車両待機を促し、また周辺の観光施設利用者や住民は管

理センター周囲に誘導する。 

・管理センター周囲の一時避難者に災害情報をアナウンスする。 

□ 拡声器による声掛けを行い、避難誘導をする。災害弱者を中

心に林作公園の大型休憩舎や近隣の避難場所に安全を確認し

たうえで誘導する。 

□ 町災害対策本部やラジオ報道等から得られた情報や交通規制

の状況等を提供する。 

□ 応急体制人員が不足している場合には、利用者から応援ボラ

ンティアを募る。 

□ 状況説明は、以後定時的に実施する。 

★ラジオ（各建物に常備） 

■場内の掲示用マップ（安全誘導に使用） 

■発災直後の利用者の誘導先（天候別） 

 

― ◎ 

04.場内危険箇所等の確認・封鎖 
・職員や利用者の情報を基に、場内危険箇所の確認（写真記録、概略

数量の記録）を行う。 

・危険が認められた場合は、立ち入り禁止措置をとり、封鎖する。 

・部隊受入と場内の混乱に備え、駐車場の出入口を閉鎖し、駐車場利

用者に状況説明と場内外への移動の要請を行う。 

・湖面利用の緊急輸送に備え、遊覧船桟橋及び付近の安全確認を行い、

使用の可不可を町災害対策本部に連絡し、必要な措置を図る。 

□ 場内危険箇所の把握は自転車・バイクを使い、速やかに危険

箇所の把握を行う。また、トイレ等の被災状況も確認する。 

□ 危険が認められた場合は、トラロープ等を使い、危険箇所や

危険箇所に通じる園路を封鎖する。 

□ 遊覧船桟橋及び付近の被災状況によって町災害対策本部を通

じて建設会社等の協定先に応急復旧の緊急要請を実施。 

★トラロープ等 

■施設点検簿及び封鎖方法 

■協定連絡先・連絡網 

 

― ◎ 
05.利用者及び一時避難者の避難誘導 
・施設の封鎖状況、並びに広域救援部隊等の到着予定時刻に応じて場

内の一時避難者に町の避難場所・避難所への誘導を行う。 

□ 利用者を避難所に誘導するにあたり、町の防災マップを主要

箇所に掲示する（カーナビ入力用に住所・電話番号リストが

あると便利）。 

★町の掲示用防災マップ（避難所等の位置及び連絡

先） 

    ※：管理センターは、管理機能の中枢となる既存建物とする（現時点では案内所を想定する）。 
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局面 施設状況（予測） 
運営主体 

災害時対応マニュアル（案） 
事前に準備する 

★ハード（備品）と■ソフト 町 
指定 

管理者

【フェーズ２】 

○ 湖面利用の

緊急輸送 

○ 部隊の受入 

 

【発災から６時間】 

⑤ 町職員が到着する。 

⑥ 湖面を利用した緊急輸

送が始まる。 

⑦ 消防や自衛隊等の部隊

が徐々に到着する。 

○ ◎ 

06.緊急車両動線の確保 
・湖面利用の緊急輸送に備え、船津浜・平浜の主要な車両出入口を開

放する。 

・緊急車両動線上の駐車車両等の支障物を除去する（除去不可能な支

障物は消防・自衛隊到着後に除去要請を行う）。 

□ 確保した車両出入口は一般車両の進入防止のためのバリケー

ドの設置と周辺の避難所等への誘導サインを設置する。 

□ 除去不可能な支障物は、反射テープを巻く、あるいは着色す

るなどして目立つようにする。また、園路沿いに十分なスペ

ースがある場所では、支障物の除去は目立たせるだけの対処

とするなど、人員との兼ね合いで臨機応変に対応する。 

★簡易誘導サイン 

★反射テープ 

■誘導内容の検討 

◎ ○ 

07.出入口での避難及び部隊誘導 
・場内に避難してくる避難者に対して、周辺避難所等への誘導を行う。

・到着部隊に対して、場内への誘導を行う（場内の駐車車両の移動は

部隊に任せる）。 

□ 出入口では、簡易サインを取り付ける。 

□ 場内に入る自動車の交通整理（誘導指示）※状況がひどい場

合には平浜駐車場の奥に誘導する。 

【フェーズ３】 

○ 運営体制の 

構築 

 

【発災から 12 時間】 

 

⑧ 消防や自衛隊、警察等

が到着し、部隊活動拠

点を設営する。 

◎ ○ 

08.現地対策本部開設（管理センター） 
・現地対策本部の体制を発足する（町職員により、活動拠点としての

受入体制を確立する）。 

・到着部隊との連絡方法、定期会議の実施頻度、仮設トイレの開設方

法等を決定する。 

・部隊による場内の応急復旧要請、また施設の利用制限等について調

整する。 

・町災害対策本部に開設の報告を行う。 

□ 班編成を行い、暫定体制からの引継ぎを実施する。 

□ 町災害対策本部に現地対策本部の立ち上げを報告し、当面の

活動拠点運営の必要物資（仮設トイレ・食料・毛布等）につ

いて、確認を行う。 

 

★備蓄倉庫及び備蓄品 

■ライフラインの利用等について予め部隊との協議

が必要。 

■設置許可申請や占有許可申請書など必要書類の準

備 

★連絡票等の必要書類の準備 

 

◎ ◎ 

09. 事務処理体制の準備・確立 
・会議室、事務処理室を管理センター内に確保する。また、事務処理

に必要な機材を確保する。 

・各種資料の様式を準備する。 

◎ ◎ 

10.泊り込み対応※発災当日は帰宅できない 
・夜間パトロールを実施する。 

・明かりを確保する。 

□ 夜間パトロールは基本的に部隊の協力により実施 

□ 停電時には、主要箇所で明かりを確保する。※常設照明等の

防災対応のほか、投光器（協力会社から調達）や焚き火によ

り明かりを確保する。 

□ 夜間要員を決め、現地対策本部は 24 時間体制とする。 

□ 宿泊場所は周辺の旅館等の協力を得る。 

■協力会社との協定 

【フェーズ４】 

○ 応急復旧 

【発災から 72 時間】 

○ 復旧 

【発災から 72 時

間以降】 

⑨ 部隊活動拠点の運用が

システム化され、場内の

混乱は沈静化する。 

 

― ◎ 

11.場内危険箇所調査・掲示・応急復旧対策 
・場内危険箇所の詳細調査を実施し、危険箇所を場内の案内板に表記

する。 

・調査結果を基に、復旧対策を実施する。 

□ 詳細調査は、状況に応じて協力会社（協定）や建設ボランテ

ィアにより実施する。※この場合、震災によるものか、利用

に伴うものかの区別を明確にし記録する。 

□ 活動拠点の運営上、重要な箇所を優先して復旧工事を実施す

る。 

■協定連絡先・連絡網 

■建設ボランティアの受入方法 

― ◎ 

12.場内復旧作業の実施 
・被災箇所や応急復旧箇所において、復旧作業に着手し、平常時利用

に段階的に移行する。 

□ 部隊利用との調整を行い、場内復旧を行う。 

□ なお、場内復旧作業の執行は町が実施する。 

□ 場内復旧作業が終了するタイミングで、平常時利用に移行す

る。 

 

【フェーズ５】 

○ 本格復旧 

 

【発災から 1 週間

～3 週間】 

⑩ 部隊活動の要請がほと

んど無くなってくる。 

 
◎ ○ 

13.部隊活動拠点廃止準備 
・部隊活動拠点の廃止準備を行う。 

・部隊活動拠点の廃止に合わせて、通常運営の準備作業に着手する。

□ 発災後３週間の経過を目処に、各部隊と撤退時期の協議を行

う。※基本的に協議は町災害対策本部が行う。 

□ 現地対策本部は、展開している部隊との定期連絡において、

活動拠点の縮小等、柔軟な協議を行う。 

 

◎ ○ 
14.現地災害対策本部廃止準備 
・現地災害対策本部の廃止準備を行う。 

□ 活動拠点が縮小、また廃止された時点で現地対策本部を廃止

する。  

― ◎ 
15.場内完全復旧 
・震災利用の廃止区域において、復旧作業に着手し、平常時利用に完

全に移行する。 

□ 活動拠点利用に伴い、損傷した箇所等の記録を行う。※この

場合、震災によるものか、利用に伴うものかの区別を明確に

し記録する。 

★トラロープ、テープ等 

★立ち入り禁止看板 
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□ 震災時対応マニュアル（勤務時間 0 外 17：00～8：00 の対応案） 

局面 施設状況（予測） 
運営主体 

災害時対応マニュアル（案） 
事前に準備する 

★ハード（備品）と■ソフト 町 
指定 

管理者

～地震発生～ 
【フェーズ１】 

○ 公 園職 員等

の参集 

○ 情報の収集 

 

【発災から３時間】 

① 国道137号に避難してい

た周辺の観光施設利用

者や住民が、その後の

余震を恐れて場内に避

難してくる。 

② 自動車を使った避難者

が場内に避難してくる。 

― ○ 
01.初動は対応不可 
・指定管理者及び町職員は初動体制がとれない。 

 
 

― ◎ 

02.参集職員の到着 
・管理センターに参集する。 

・管理センターの安全点検を行う（躯体の損傷状況・危険物の被災状

況・ライフラインの確認）。 

・大規模災害に係る注意情報・予知情報（警戒宣言）が発令した場合

も、緊急参集を行い、警戒体制を整える。 

□ 緊急連絡網により参集の連絡（参集予定者との連絡） 

□ 参集人員の内、可能な範囲で管理センターの応急復旧（停電

時は発電機により情報通信機器の電力確保を優先する、自家発

電設備の運転は、電気設備の確認を行い、火災などの二次災害

の恐れがないことを確認した上で行う。） 

★ポータブル発電機（正弦波のハンディタイプを常

備、大型は建設会社との協定により調達） 

★腕章・ヘルメット等 

■職員や自主防災組織の参集方法 

■管理センターの安全点検簿及び応急復旧方法 

 

― ◎ 

03.町災害対策本部との連絡（必要に応じて周辺一時避難所等） 

・町災害対策本部に応急体制発足を報告する。 

・周辺の被災状況・避難状況、交通規制等の確認を行う（施設利用者

への情報提供用）。 

・避難誘導先及び避難手段（徒歩、自動車、その他）の確認を行う。

・救援部隊等の到着時刻及び規模の確認、湖上輸送の実施状況の確認

を行う。 

・定時連絡の方法を確認する。 

□ 町災害対策本部との連絡は防災無線（移動局）により実施す

る。※周辺の被災状況や交通規制等の情報が得られない場合

は、自転車等を使い、周辺被災状況及び交通規制の状況を把握

する。 

□ 定時連絡の方法は FAX を基本とし、緊急時に防災無線等を使

用する。 

 

★防災無線（移動局） 

■緊急連絡先・連絡網（情報ネットワーク） 

 

― ◎ 

04.場内危険箇所等の確認・封鎖 
・参集人員の内、可能な範囲で、場内危険箇所の確認を行う。 

・危険が認められた場合は、立ち入り禁止措置をとり、封鎖する。 

・駐車車両の状況と運転者の確認を行う。運転者不在の場合、移動依

頼のシールを貼る。 

・部隊受入と場内の混乱に備え、駐車場の出入口を閉鎖する。 

・湖面利用の緊急輸送に備え、遊覧船桟橋及び付近の安全確認を行い、

使用の可不可を町災害対策本部に連絡し、必要な措置を図る。 

□ 場内危険箇所の把握は自転車・バイクを使い、速やかに危険

箇所の把握を行う。また、トイレ等の被災状況も確認する。 

□ 危険が認められた場合は、トラロープ等を使い、危険箇所や

危険箇所に通じる園路を封鎖する。 

□ 運転者不在の駐車車両には、活動拠点の利用展開を考慮し、

移動依頼と連絡先を明記した多言語シールを貼る。 

□ 遊覧船桟橋及び付近の被災状況によって町災害対策本部を通

じて建設会社等の協定先に応急復旧の緊急要請を実施。 

★トラロープ等 

★駐車移動の多言語シール 

■施設点検簿及び封鎖方法 

■協定連絡先・連絡網 

【フェーズ２】 

○ 湖面利用の 

緊急輸送 

○ 部隊の受入 

 

【発災から6時間】 

③ 町職員が到着する。 

④ 湖面を利用した緊急輸

送が始まる。 

⑤ 消防や自衛隊等の部隊

が徐々に到着する。 

 

○ ◎ 

06.緊急車両動線の確保 
・湖面利用の緊急輸送に備え、船津浜・平浜の主要な車両出入口を開

放する。 

・緊急車両動線上の駐車車両等の支障物を除去する（除去不可能な支

障物は消防・自衛隊到着後に除去要請を行う）。 

□ 確保した車両出入口は一般車両の進入防止のためのバリケー

ドの設置と周辺の避難所等への誘導サインを設置する。 

□ 除去不可能な支障物は、反射テープを巻く、あるいは着色す

るなどして目立つようにする。また、園路沿いに十分なスペ

ースがある場所では、支障物の除去は目立たせるだけの対処

とするなど、人員との兼ね合いで臨機応変に対応する。 

★簡易誘導サイン 

★反射テープ 

■誘導内容の検討 

◎ ○ 

07.出入口での避難及び部隊誘導 
・場内に避難してくる避難者に対して、周辺避難所等への誘導を行う。

・到着部隊に対して、場内への誘導を行う（場内の駐車車両の移動は

部隊に任せる）。 

□ 出入口では、簡易サインを取り付ける。 

□ 場内に入る自動車の交通整理（誘導指示）※状況がひどい場

合には平浜駐車場の奥に誘導する。 

 

※【ﾌｪｰｽﾞ３】以後は、勤務時間帯内の対応案に同じ。 
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参考資料：必要備品類 

 災害時対応マニュアル(案)に基づき、必要備品類を参考に例示する。 

 

名称 概要 名称 概要 

ハンディ拡声器 

市場価格：\2,000～30,000 

通達距離：約 500～800ｍ 

電池式：３～７時間使用可 

 

 

 

 

 

特定小電力トランシ

ーバー（免許不要） 

市場価格：￥１万～7 万 

通信距離：200～1,000ｍ 

 ※中継により遠距離可 

電池式：20～60 時間使用可 

ポータブル 

発電機 

市場価格：￥約 30 万 

定格出力：600～1.6KVA 

燃料容量：２～４  

運転時間：４～10 時間 

ラジオ 市場価格：￥約１万未満 

仕様：TV(1～3)/FM/AM 

備考：発電機搭載型 

市場価格：￥約 40 万 

定格出力：5.5KVA 

燃料容量：14  

運転時間：4.2 時間（定格負荷） 

L×W×H：810×670×780 

重量：90kg(乾燥重量) 

 

 

 

  

■ 必須備品リスト一覧 

 備品 理由 

01 ハンディ拡声器 
即地的な避難誘導、連絡手段とし

て。 

02 
特定小電力トランシー

バー 

場内での双方向の連絡手段とし

て（平常時の管理用としても利用

可能）。 

03 

ポータブル発電機/非常

発電機/ディーゼル発電

機 

停電時の電力確保として、特に管

理センターの応急復旧用に必要。 

04 ラジオ 災害情報の入手ソースとして 

 

参考：物品別必要電力 

FAX/COPY カラー複合機：1.3KVA  

FAX 専用機：0.2KVA 

テレビ（21 型）：0.09KVA 

携帯電話充電器：0.01KVA 

デスクトップパソコン＆液晶モニター：0.65KVA 

蛍光灯：0.04KVA 
□負荷設備容量 ※建築設備計画基準（官庁営繕部）より 

建 物種別 照明負荷 ｺﾝｾﾝﾄ負荷 動力負荷 合計負荷 

750 形 20～30 20～45 20～40 55～95VA/㎡ 

 
○ 5.5KVA の場合の建築物の目安 
 5.5KVA÷95VA/㎡＝57.9 ㎡の建築物に電力を賄うことができる目安 
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その他の便利備品 

○水中ポンプ（汎用型） 

価格：￥2～5 万 

備考：全揚程 180ｍの製品も有り 

 

 

 

 

 

 

○ハロゲン投光器 

価格：￥約 5 万 

備考：夜間の復旧作業用 

 

 

 

 

 

 

○バルーン投光器 

価格：￥約 120 万（発電機セット） 

備考：避難地等の照明用 

 

 

 

 

 

 

○テント 

価格：￥約９万 

規格：2.7×3.6ｍ 

備考：支援テント用等 

○照明（装着タイプ） 

価格：￥約 5,000 

備考：夜間作業用 

 

 

○誘導灯 

価格：￥約 5,000 

備考：誘導用 

 

 

 

 

 

○フロアスタンド 

価格：￥約 3,000 

備考：利用時の標識 

 

 

 

 

 

○危険表示シール 

価格：￥約 2,000（10ｍ） 

備考：危険物の表示用 

 

 

 

 

○トラロープ 

価格：￥約 9,000 （200ｍ） 

備考：危険箇所の封鎖用 

 

 

○エンジンカッター 

備考：復旧作業用 

 

 

○防災倉庫 

価格：￥約 85 万 

L×W×H：2,426×2,350×2,393 

備考：防災用具の備蓄 

コンテナ式の廉価版あり（￥30 万） 

 

○危険標識（たれ幕） 

価格：￥約 1,200 

 

 

 

 

 

 

 

○折りたたみ担架 

価格：￥約１万 

備考：ベッド兼用のものもあり 

 

 

 

 

 

○コードリール（屋外型） 

価格：￥約３万（30ｍ） 

 

 

 

 

○ハンドロータリーポンプ（ガソリン用） 

価格：￥約２万 

備考：自動車等への移し 

換え用 
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4-2.平時及び災害時における官民の役割分担のあり方検討 

(1) 防災拠点運営体制（役割分担） 

災害時対応マニュアル(案)の内容を踏まえ、防災拠点運営にあたっての体制（役割分担）

を以下のとおり整理する。 

 指定管理者は、施設利用者の安全確保及び施設の応急復旧、並びに一時避難者の誘導

を基本とし、河川法等の関係法令等に準拠し、震災時の防災拠点利用を円滑に運営す

るために、施設や資機材の提供を行い、町の防災体制をサポートする。 

 町は、湖面の緊急輸送や部隊活動拠点の防災体制構築を実施する。 

 指定管理者と町が連携して行動するために「現地災害対策本部」を組織する。 

 「現地災害対策本部」の指定管理者の編成及び事務分掌(案)は、次のとおりとする。 

 

表 4.3 防災拠点の事務分掌(案) 

班 事務分掌(案) 

総務係 
・ 負傷者家族等の各種連絡に関すること 
・ 地域対策、外国人の対応に関すること 
・ 河川占用利用（一時占用許可等）の手続きに関すること 

避難誘導係 
・ 避難場所への利用者、一時避難者の誘導に関すること 
・ 応援部隊等への協力（補助）に関すること 
・ 不審者への対応に関すること 

施設点検復旧係

・ 施設被害等の調査及び立入・使用禁止区域の設定に関すること 
・ 協定業者との調整に関すること  

※協定業者は、施設の応急復旧に係る業者 
・ 応急措置方法及び工法の検討に関すること 
・ 被害情報等の記録、分析、保存に関すること 

救護係 
・ 負傷者の応急手当に関すること 
・ 負傷者の身元確認に関すること 

搬出係 
・ 搬出用具の整備と管理保存計画に関すること 
・ 災害対策用資機材の保管に関すること 

消火係 
・ 出火施設の消火活動に関すること 
・ 不審者への対応に関すること 

連絡調整係 

・ 現地対策本部の総括に関すること 
・ 安全確保及び施設復旧等の決定に関すること 
・ 官公庁、救援救助部隊、本部内各係間の連絡・調整に関すること
・ 相互応援協力・派遣要請に関すること 

 

 事務分掌(案)で示すとおり想定される班編成は 6班であり、閑散期の誘導職員数では

賄うことができない。また、誘導職員不在の勤務時間外の初動体制に課題が生じる。

そのため、自主防災組織等の地域の共助により、防災拠点運営を図ることが必要とな

る。 
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(2) 組織計画 

組織計画では、初動体制を確保し、円滑な防災拠点運営が可能となるように、地域の共

助力を組み入れるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1 現地災害対策本部の組織計画図（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

河口湖駐車場 現地災害対策本部 
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地震災害警戒本部 

（警戒宣言発令時） 

災害対策本部 

（大規模災害発生時） 

山梨県富士・東部建設事務所吉田支所 

自主防災組織 

協力会社 

警察 消防 

周辺病院 自衛隊 

ライフライン関連 

災害対策本部 

（官民連携）

地域の共助力 （民民連携） 
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4-3.災害連携協定の内容検討 

地域の共助力を組み入れ、実効性を高め、さらに防災訓練等により地域の防災力向上を担

保する方法として、指定管理者と地元の自主防災組織や協力会社が、相互に災害連携協定を

締結することが望まれる。また、管理者は、指定管理者契約において、災害時の公助を発揮

するための基準を明確にし、契約事項に盛り込むことが必要である。 

 したがって、災害時対応マニュアル(案)の内容を踏まえ、山梨県の指定管理者契約の事例

を参考に災害時の公助を発揮するための基準(案)を例示する。また、以下の点に留意し、災

害連携協定の案を示す。 

 指定管理者が不在の時間帯においても自主防災組織が自主的な判断に基づき、応急復

旧対策が実施できるようにする。 

 連携した活動により自主防災組織の損害及び経済的負担が過大とならないように配

慮する。 

 自主防災組織が実施する備蓄及び訓練等について、指定管理者が協力を行うなど、平

時から相互に連携して地域の共助力を高める内容とする。 

 

表 4.4 災害時の公助を発揮するための基準(案) 

○ 災害時の緊急対応体制の確立及び対応 

 気象警報発令時、災害時等に迅速かつ的確に情報を伝達するとともに対応できる体制

を確立すること。 

 災害時等の迅速かつ的確な対応を図るために、地区の自主防災組織や協力会社等と災

害連携協定の締結を行うこと。 

 火災の発生等緊急時の利用者の避難、誘導、安全確保等及び必要な通報等についての

対応計画を作成し、緊急事態の発生時には的確に対応すること。 

 大地震発生時等の防災活動拠点及び避難地として利用する場合の対応計画を作成し、

優先して救援救助部隊の受け入れ、避難者等の誘導を行うとともに、町の指示に従う

こと。 

○ 地震時の対応 

（実施時期） 

 甲府地方気象台において震度５弱以上の地震発生の発表があった場合、指定管理者は、

速やかにパトロールを実施し、駐車場の安全を確保する。 

 地震発生が深夜の場合においては、夜明け後速やかにパトロールを実施（状況によっ

ては深夜でも実施）し、安全確認を終えることとする。 

 山梨県県土整備部が定める地震災害行動マニュアルに基づき、震度５弱以上の地震が

発生した際の対応を示すものであるが、震度４の地震発生時においても主要施設の点

検を実施し、駐車場の安全確保を図るものとする。 

（実施範囲） 

 駐車場敷地全体及びその周辺 

なお、点検ルート等については、指定管理者が予め定めておくこと。 

（点検結果の報告） 

 パトロール終了後速やかに、点検結果を町に報告するものとする。 
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（点検内容） 

 駐車場内全ての施設の安全を確認することとし、損傷等、危険な状態が確認された場

合はバリケードを設置するなど、駐車場利用者が立入出来ないようにすること。 

（応急対応） 

 指定管理者は、町から要請があった場合、町が実施する応急復旧対策に協力する。 

 この措置に伴う損害及び増加費用は、合理性が認められる範囲で町が負担することを

原則として、指定管理者と町の協議により決定するものとする。ただし、災害救助法

（昭和 22 年法律第 118 号）が適用された場合は、災害救助法施行細則による救助の

程度等に定めるところにより町が負担する。 

（連絡体制等） 

 地震発生時の連絡体制を整えておくこと。 

（備蓄及び訓練） 

 指定管理者は、事業者の基本的責務として、自らの負担と責任において、その管理す

る施設及び設備の地震に対する安全性の確保、食料、飲料水、トイレパック等の備蓄、

消火、救出救助等のための資材及び機材の整備、その他の震災対策の推進を図るもの

とする。 

 

表 4.5 災害連携協定の計画案（民民連携） 

災害時等における防災拠点運営の協力に関する協定（案） 

 

指定管理者（以下「甲」という。）と○○○（自主防災組織名、協力会社名）（以下

「乙」という。）との間において、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条  この協定は、富士河口湖町内に地震、風水害、火山噴火等害の災害等が発生、

又は発生するおそれがある場合（以下「災害時等」という。）に、甲が管理する施

設（以下「施設」という。）を利用して、富士河口湖町地域防災計画（以下「防災

計画」という。）に基づく防災拠点を開設及び運営するために必要な事項を定める

ものとする。 

（対象施設） 

第２条  本協定の対象施設は、次のとおりとする。 

 所在地 山梨県南都留郡富士河口湖町船津  

 施設名 河口湖駐車場 

（協力要請） 

第３条  甲は、災害時等に、前条で規定する施設を防災計画に基づく応急復旧対策に

利用する必要があるときは、原則として乙に対し協力を要請する。ただし、乙は、

自主的な判断に基づき、防災計画に基づく応急復旧対策を実施することができる。

その場合、乙は実施内容を速やかに甲に連絡するものとする。 

（連絡体制） 

第４条  前条で規定する甲の要請は、富士河口湖町長の名により乙の代表者に対して
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行う。 

２  前項の目的を達するため、甲乙は互いに緊急時の連絡先を報告し、随時更新する。 

（発生時の対応） 

第５条  乙は、災害時等において、甲から要請があった場合は、甲が実施する応急復

旧対策に協力する。 

２  前項の措置に伴う損害及び増加費用は、合理性が認められる範囲で甲が負担する

ことを原則として、甲乙の協議により決定するものとする。ただし、災害救助法（昭

和22年法律第118 号）が適用された場合は、災害救助法施行細則による救助の程度

等に定めるところにより甲が負担する。 

（備蓄及び訓練等） 

第６条  甲は、事業者の基本的責務として、自らの負担と責任において、その管理す

る施設及び設備の地震に対する安全性の確保、食料、飲料水、トイレパック等の備

蓄、消火、救出救助等のための資材及び機材の整備、その他の震災対策の推進を図

らなければならない。 

２  甲は、前項に定めるものに加え、乙が実施する備蓄物資の整備、訓練等に対し、

積極的に協力するよう努めなければならない。 

３  甲は、その能力を活用して積極的に乙と連携を図るよう努めなければならない。 

４  甲は、施設の職員等が災害時等の対応に関する知識又は技術を習得できるように

乙と協力して、防災訓練等に参加する機会を提供するよう努めなければならない。 

（その他） 

第７条  本協定に定めるもののほか、本協定の実施について必要な事項は、その都度

甲乙両者が協議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第８条  この協定書の有効期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日まで（指

定管理期間と同一の期間）とする。 

 

本協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印のうえ各自１通

を保有する。 

 

平成○○年○○月○○日（締結日） 

 

甲 住所 ○○○○○○○○○○○○○○○ 

富士河口湖町○○○ 

○○ ○○ 

 

乙 住所 ○○○○○○○○○○○○○○○ 

事業者名 ○○○○○○○ 

代表者名 ○○ ○○ 
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第５章 今後の課題と実施スケジュール（案） 

5-1. 今後の課題 

官民連携事業の実施に向けて今後の課題を以下に示す。 

 

① ピーク時（８月）の利用実態の把握 

 本調査における運営管理の採算性検討では、利用実態調査での駐車桝の稼働率をベ

ースに月別の観光入込客数から係数設定を行っているが、８月のピーク時のデータを

抑えていないため、不確実性が大きいと考えられる。 

 したがって、今後駐車場の計画検討時において、少なくともピーク時データを取得

して採算性のチェックを実施することが望まれる。なお、理想的には４季のデータ、

休日と平日のデータを抑え、また今回の調査時期と同時期のデータも取得し、季節較

差と年較差を確認することが望ましい。 

 

② 河川占用手続きの早期着手 

 河川敷地占用許可準則の特例に基づき、手続きを実施することとしているが、地域

の合意形成を図ることが必須となる。また、防災拠点施設としての活用を早期に進め

る観点から、地域との協議を行い、協働で河川占用手続きの早期着手に努める。 

 

③ 大型車の駐車場利用方法の検討 

 現状の河口湖駐車場は、大型車と小型車が混在し、運用が難しい駐車桝の配置とな

っている。したがって、基本計画時には、大型車の駐車場利用方法について地域と協

議を行い、①のピーク時の利用実態を把握したうえで必要な対策を図るものとする。 

 

④ 意見交換会の継続（マーケットサウンディングの実施） 

河川占用手続きの特例活用における地域との協議・協働、また官民連携事業の円滑

な導入と施設の適正な運営管理にあたり、本調査で実施した地元との意見交換会の継

続の重要性は高い。 

意見交換会は、今後の事業進捗に応じて随時開催し、上述した課題のほか、進捗に

伴い直面する新たな課題や取組に対して合意形成と解決を図りながら、官民連携事業

の導入を図ることが必要である。 
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5-2. 実施スケジュール（案） 

今後の実施スケジュール（案）を示す。 

表 5.2 実施スケジュール（案） 

項目 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 備考 

 

 

ⅰ) 河川占用手続き 

 

 

      

ⅱ) 改修基本計画 
     

 

 

ⅲ) 改修基本・実施設計 

 

      

ⅳ) 改修工事 

 

      

ⅴ) 意見交換会 

 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ 

 
  

ⅵ) 指定管理者制度 

 

 

      

 

関係者との事前調整
区域指定の公表 

▼ 

占用許可 
▼

▲
協議会の設置

▼ピーク時 （8 月）の利用実態把握と採算性チェック

▲ 
都市・地域再生等占用主体の決定 

※協議会及び占用主体は現在の占用関
係者を対象とする。 

管理方針等、

基本事項の検討・調整

選考委員会により 

指定管理者の選定 

管理開始 
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